
名古屋市総合計画 2023 について 

 名古屋市総合計画 2023 の議会での議決にあたり、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29 条の規定により教育委員会の

意見を求められますので、別紙のとおり提出します。 

令和元年 9 月 2 日 

 名古屋市教育委員会教育長  鈴木 誠二  



名古屋市総合計画２０２３

【施策・事業】 

教 育 委 員 会 
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１ 主な変更一覧（教育委員会） 

区 分 変 更 前 変 更 後 
掲 載

ページ

第５章 めざす都市像の実現に向けた施策・事業 

３ 取り組む施策・事業 

施策13 虐待やいじめ、不登校から子どもを救います 

【施策を推進する事業】

148 子ども適応相

談センターでの

不登校対応事業

【現況】 

子ども適応相談センター

の運営 

 通所者数 476人 

（平成29年度） 

【現況】 

子ども適応相談センター

の運営 

 通所者数 583人 

207 

【施策を推進する事業】

149 教育相談事業

【現況】 

実施 

（平成30年度末見込） 

 電話相談 

  3,859回 

 メール相談 

  104件 228回 

 来所相談 

  730件 3,106回 

（うち、心理検査418

件実施） 

 訪問相談 

  57件 1,786回 

【現況】 

実施 

 電話相談 

  3,859回 

 メール相談 

  104件 228回 

 来所相談 

  730件 3,106回 

（うち、心理検査418

件実施） 

 訪問相談 

  57件 1,786回 

208 

施策17 防災・減災対策を進めるとともに、地域防災力の向上を支援します

【施策を推進する事業】

236 学校における

避難所機能の強

化 

【現況】 

屋外及び体育館回りに洋

式トイレがある割合 

（平成29年度） 

 小学校 28.2％ 

 中学校 28.4％ 

【現況】 

屋外及び体育館回りに洋

式トイレがある割合 

 小学校 40.1％ 

 中学校 37.4％ 

240 
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区 分 変 更 前 変 更 後 
掲 載

ページ

施策37 歴史・文化芸術に根ざした魅力向上をはかるとともに、市民による魅力 

    発信を促進します 

【施策を推進する事業】

438 文化財保護事

業 

【現況】 

保存修理事業等への補助 

 15件 

（平成29年度） 

【現況】 

保存修理事業等への補助 

 19件 
345 

施策39 スポーツを活かしてまちの魅力と活力を高めます 

【施策を推進する事業】

466 国際競技大会

等の誘致・開催

【計画目標】 

マラソンフェスティバル

ナゴヤ・愛知の開催 

国際競技大会等の誘致 

ラグビーワールドカッ

プ2019公認チームキャ

ンプの受け入れ（令和

元年度） 

第76回国民体育大会冬

季大会（ショートトラ

ック・フィギュア）の

開催（令和元年度） 

【計画目標】 

マラソンフェスティバル

ナゴヤ・愛知の開催 

国際競技大会等の誘致 

ラグビーワールドカッ

プ2019公認チームキャ

ンプの受け入れ（令和

元年度） 

第76回国民体育大会冬

季大会（ショートトラ

ック・フィギュア）の

開催（令和元年度） 

東京2020オリンピック聖

火リレーの開催（令和２

年度） 

359 
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２ 施策・事業（教育委員会） 

（１）該当施策一覧 

施策

番号
施     策     名 

掲 載 

ページ 

１ 人権が尊重され差別や偏見がない社会をつくります 133～135 

10 
生涯にわたる学びやスポーツを通した生きがいづくり

を支援します 
179～183 

11 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります 185～191 

12 子どもが健やかに育つよう、子ども・家庭を支援します 193～202 

13 虐待やいじめ、不登校から子どもを救います 203～208 

14 
子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、健

やかな体を育みます 
209～217 

16 災害に強い都市基盤の整備を進めます 223～229 

17 
防災・減災対策を進めるとともに、地域防災力の向上

を支援します 
231～240 

19 
犯罪や交通事故のない、安心・安全な地域づくりを進

めます 
247～251 

34 国際的に開かれたまちづくりを進めます 325～329 

37 
歴史・文化芸術に根ざした魅力向上をはかるととも

に、市民による魅力発信を促進します 
339～347 

38 
観光の振興・ＭＩＣＥの推進と情報発信により交流を

促進します 
349～356 

39 スポーツを活かしてまちの魅力と活力を高めます 357～360 

40 地域の産業を育成・支援します 361～366 

44 地域主体のまちづくりを進めます 381～385 
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都市像１ 人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち

関連する個別計画

◆新なごや人権施策推進プラン  ◆第3期教育振興基本計画

指    標 
直 近 の  
現 状 値  

目 標 値
令和 5（2023）

年 度

目 標 値
令和 12（2030）

年 度

基本的人権が尊重されている社会だ

と思う市 の割合
69.5％ 72％ 75％ 

なごや人権啓発センターの年間利用

者数 
32,756 人 33,000 人 33,000 人 

施策１ 人権が尊重され差別や偏見がない社会をつくります 

 人権啓発の推進 

市 一人ひとりが、気づきや学びなどを通じて人権尊重の理念や重要性につい

ての認識を深め、日常生活や社会生活等において人権尊重の意識や行動を確実な

ものとしていくことができるよう、なごや人権啓発センターにおける啓発活動を

中心に、効果的な人権啓発を推進していきます。 

 人権教育の推進 

学校教育や社会教育の場において人権教育を実施することにより、差別や偏見

をなくし、人権尊重についての理解を深めます。 

 平和に関する啓発の推進

戦争に関する歴史的事実や悲惨さを次世代に伝え、平和を希求する市 意識を

醸成するため、愛知・名古屋 戦争に関する資料館の運営などを通じ、平和に関

する啓発を推進します。

成果指標 

施策の柱 
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（２）施策・事業ページ（抜粋）



（現状）終戦から 70 年以上が経過し、戦争

体験者が年々高齢化しているため、戦争

体験を次の世代に引き継ぐことが今後困

難になると懸念されます。 

【課題】市   ひとりの平和を希求する

豊かな心を育み、平和な社会を発展させ

るためには、戦争体験を次の世代に引き

継ぎ、戦争の残した教訓や平和の大切さ

を市 が学べるよう、平和に関する啓発

を推進することが重要です。 

少なくなっ

てきた

14.3%

あまり変わらない

50.8%

多くなって

きた

29.4%

わからない

5.6%

 （現状）内閣府が平成 29（2017）年に実施

した「人権擁護に関する世論調査」によ

ると、人権侵害が多くなってきたという

回答者が 29.4％と、少なくなってきたと

いう回答者 14.3％を大きく上回ってお

り、全国的に人権侵害の増加が懸念され

ています。 

   市政アンケート（平成 29（2017）年

11 月）によれば、本市ではこの 10 年間

に自分の人権が侵害されたと思うという 

◇ 人権侵害に関する意識調査（全国）

現状と課題 

回答者が 25.6％と、差別や偏見による人権問題がなお存在しており、時代の進展に伴っ

て、インターネットや SNS※による人権侵害など新たな問題も発生しています。

【課題】市   ひとりがさまざまな人権問題に関心を持ち、自らの問題として人権尊重に

ついての正しい理解と認識を深め、主体的に考えて行動できるよう、人権啓発の積極的な

推進をはかることが重要です。 

出典：内閣府「人権擁護に関する世論調査」（平成 29 年） 

（現状）学校教育では、あらゆる差別や偏見をなくし、お互いの人権を認め合う人間性豊か

な幼児児童生徒を育成する人権教育を実施し、社会教育では、差別意識の解消と人権意識

の高揚をはかる人権教育を実施しています。 

【課題】幼児児童生徒一人ひとりがその発達段階に応じ、人権の意義について理解し、自他

の大切さを認めることができ、具体的な態度や行動として表すことができるように、人権

尊重の視点に立った学校づくりを推進することが重要です。 

市   ひとりがさまざまな人権問題に関心をもち、自らの問題として人権尊重につい

ての正しい理解と認識を深めるとともに、主体的に考えて行動できるように、社会教育施

設等における人権教育を推進することが重要です。 

◇ 愛知・名古屋 戦争に関する資料館

※SNS：Social Networking Service（Site）の略。インターネット上で友人を紹介しあって、個人間
の交流を支援するサービス（サイト）。 
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都市像１ 人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち

 人権教育の推進

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

002 

学校教育にお

ける人権教育

の推進 

あらゆる差別や偏見をなくし、お互

いの人権を認め合う人間性豊かな

幼児児童生徒を育成するため、学校

の教育活動全体を通じた人権教育

を市立の全校（園）で実施するとと

もに、職務や経験年数に応じた教職

員の人権教育研修を計画的に実施 

実施 実施 

教育 

委員会 

003 

社会教育にお

ける人権教育

の推進 

差別意識の解消と人権意識の高揚

のため、社会教育施設等において、

さまざまな人権問題についての正

しい理解と認識を得るために講座

や講演会、資料の配架を実施 

実施 

講座 57 講座 

講演会 5 回 

実施 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 
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都市像１ 人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち

関連する個別計画

◆第3期教育振興基本計画 ◆なごやアクティブ・ライブラリー構想 

◆第3次子ども読書活動推進計画 ◆第2期スポーツ推進計画 

指    標
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

図書館サービスの利用者数（入館者

数と館外事業参加者数の計）
6,541,051 人 6,650,000 人 6,720,000 人 

 涯学習を っている市 の割合 32.9％ 38％ 41％ 

学んだ成果を社会に活
い

かしていると

実感している市 の割合
24.6％ 30％ 32％ 

成人の週 1 回以上の頻度で運動・ス

ポーツを実施する者の割合 
52.8％ 65％ 65％ 

施策１０ 
生涯にわたる学びやスポーツを通した生きがいづくりを
支援します 

 生涯学習の機会と場づくり 

市 の誰もが自由に学び、教えることができる学習の機会と場づくりや情報の

提供につとめるとともに、地域社会や産業界のニーズを踏まえたリカレント教育※

を市立大学において進めるなど、学んだ知識や成果を活
い

かして活躍できる人材を

育成し、市 が社会に貢献して充実した 活を送ることができるよう支援します。

また、図書館が、より多くの市 に身近で利用しやすい生涯学習の場となるよ

う、「なごやアクティブ・ライブラリー構想」に基づく図書館改革を進め、市 

の学ぶ意欲を支えます。 

 スポーツに親しむ機会と場づくり 

第20回アジア競技大会などの大規模競技大会を好機として、スポーツをするこ

とだけでなく、ささえることの楽しさ・意義への気づきを促進し、より多くの人

がスポーツに親しむことができるきっかけをつくるとともに、誰もが、いつで

も、どこでも、誰とでも、気軽に身体活動を含むスポーツを楽しむことができる

機会や場を提供します。 

成果指標 

施策の柱 

※リカレント教育：社会人が必要に応じて学校へ戻って再教育を受ける、循環・反復型の教育。
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現状と課題 

（現状） 涯学習に関する市 意識調査

（平成 29（2017）年度）によると、生

涯学習を行わなかった理由として「時間

に余裕がなかった」が 46.7％、「生涯学

習を行う機会や場所が身近になかった」

が 26.9％となっており、生涯学習を行う

意欲はあるができなかったという人が多

数いる状況となっています。 

また、近年の技術革新や職業 活の 

期化を背景に、働き手の自己啓発として

の学び直しの重要性が高まっています。 

【課題】より多くの人が生涯を通じた学び

に取り組むとともに、学んだ知識・成果

を社会に還元できるよう、学び直しのた

めのリカレント教育の推進や、図書館の

利便性の向上など生涯学習の機会と場づ

くりを進めていくことが必要です。 

◇ 生涯学習を行わなかった理由

出典： 涯学習に関する市 意識調査（平成 29 年度） 

（現状）成人の運動・スポーツ実施率（週

1 回以上の頻度で運動・スポーツを実施

する者の割合）は、平成 30（2018）年

度は52.8％となっており、年代別の実施

率をみると 30 歳代が他の世代と比較し

て低くなっています。 

【課題】あらゆる年代の誰もが、日常生活

の中で身体活動を含むスポーツを気軽に

楽しむことができる機会と場をつくって

いくことが必要です。 

出典：市 アンケート（平成 30 年度） 
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する者の割合 
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都市像１ 人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち

 生涯学習の機会と場づくり 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

085 

図書館の運営 

市 の読書機会の充実と多様な学

びを支援するため、21 館ある図書館

において、効果的・効率的な運営を

はかるとともに、時代に即した市 

サービスを展開し、多様な資料や情

報が入手できる機会と場を提供 

貸出、調査相談、行

事・講座・展示など

の実施 

貸出点数 

約 1,100 万点 

調査相談件数 

約 9 万件  

行事等の実施 

約 2,500 回 

指定管理者制度※の

試行実施 5 館 

図書館オンラインシ

ステムの運用 

貸出、調査相談、行

事・講座・展示など

の実施 

指 定 管 理 者 制 度 の

方針決定 

図書館オンラインシ

ステムの更新・機能

拡充 

図書館サービス網の

充実 

電子書籍、IC タグの

試行導入 

教育 

委員会 

086 

図書館整備の

推進 

図書館を、本を読むためだけの施設

ではなく、市 が学んだことを名古

屋のまちづくりに活
い

かすことがで

きるような施設としていくため、

「なごやアクティブ・ライブラリー

構想」に基づく図書館整備を推進 

第 1 ブロック※図書

館整備方針の検討 

第 1 ブロック図書館

整備の推進 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 

※第 1 ブロック：なごやアクティブ・ライブラリー構想に基づき、鶴舞中央図書館のほかに市域を５
つのブロックに分けたうちの千種・東・守山・名東区を含むブロック。
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施策 10 生涯にわたる学びやスポーツを通した生きがいづくりを支援します

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

087 

子どもの読書

活動の推進 

生涯にわたる読書習慣が身に付く

よう、家庭・地域・図書館・学校や

関係機関がそれぞれ連携・協力して

子どもを対象としたイベントの開

催や読み聞かせ等を実施 

なごやっ子読書月間

における読書イベン

トの開催 

図書館での読み聞か

せの実施 1,800 回 

図書館司書による学

校等でのブックトー

クや読み聞かせの実

施 500 回 

教育基金を活用した

子ども向け図書の充

実 160 冊 

なごやっ子読書月間

における読書イベン

トの開催 

図書館での読み聞か

せの実施 

図書館司書による学

校等でのブックトー

クや読み聞かせの実

施 

教育基金を活用した

子ども向け図書の充

実 

教育 

委員会 

088 

生涯学習セン

ターの運営 

市 の学習活動を 援するため、講

座・講演会等の開催や生涯学習に関

する情報を提供するとともに、学習

の成果を地域社会に還元する取り

組みを実施 

各種講座の実施 

 224 講座 

学習成果の地域社会

還元 

なごや学マイスタ

ー講座の実施 

なごやか市 教室

の実施 

各種講座の実施 

学習成果の地域社会

還元 

なごや学マイスタ

ー講座の実施 

なごやか市 教室

の実施 

教育 

委員会 

089 

女性会館の運営

女性の生涯にわたる学びを支援す

るため、学習機会と場を提供すると

ともに、女性学習グループが、学び

の成果を地域社会に還元できるよ

う支援 

各種講座・講演会等

の実施 

 16講座・12講演会

各種講座・講演会等

の実施 
教育 

委員会 
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都市像１ 人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち

 スポーツに親しむ機会と場づくり 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

091 

スポーツ実施

機会の提供 

より多くの方に運動・スポーツに親

しみ、楽しみ、ささえる機会を提供

するため、本市で活動しているトッ

プスポーツチームなどの関係団体

と連携協働し、スポーティブ・ライ

フ 間、市 スポーツ祭等の 会・

イベントを実施するとともに、将来

のスポーツの担い手であるアスリ

ートへの支援を実施 

スポーティブ・ライ

フ月間の実施 

市 スポーツ祭の開催

子どもスポーツフェ

スタの開催 

でらスポ☆アリーナ

の開催 

アスリート支援の実施

スポーティブ・ライ

フ月間の実施 

市 スポーツ祭の開催

子どもスポーツフェ

スタの開催 

でらスポ☆アリーナ

の開催 

アスリート支援の実施

教育 

委員会 

092 

スポーツセン

ターの運営 

地域スポーツを支援するため、拠点

施設であるスポーツセンターの効

率的な維持管理・運営を実施 

実施 実施 
教育 

委員会 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆なごや子ども・子育てわくわくプラン2015 ◆子ども・子育て支援事業計画

◆第3期教育振興基本計画

指    標
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

 育てしやすいまちだと思う市 の

割合
79.8％ 83％ 86％ 

保育所等利用待機児童数 
0 人 

（平成 31 年 4 月 1 日）

0 人 

（令和 6 年 4 月 1 日）

0 人 

（令和 13 年 4 月 1 日）

子育て支援企業認定数 201 件 225 件 250 件 

施策１１ 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります 

 安 して どもを み、親として成 することへの 援

子どもを生み育てたいと希望する人を妊娠前から支援するとともに、妊娠、出

産、子育てに至る切れ目のない支援体制を充実させ、誰もが安心して子どもを生

み育てることができるよう支援します。また、幼児教育の充実をはかるほか、子

どもとともに、親として成 する楽しさなどについて学ぶ機会を充実させます。

 子育ての負担感・孤立感の軽減 

心理的負担や経済的負担の軽減をはかるなど、子育て家庭が安心して子どもを

養育することができるよう、地域における子育て親子の交流の場の提供や企業と

連携した子育てに関する講座やイベントの開催など、行政だけでなく地域や企業

などと連携し、社会全体で子育てを支援する取り組みを進めます。 

 働きながら子育てしやすい環境づくり

企業や市 の意識啓発などの取り組みを推進し、働きながら子育てしやすい環

境づくりを進めます。また、働きたい人が安心して子どもを預けることができる

よう保育所等の利用枠のさらなる拡大や、延 保育や 時保育など多様な保育サ

ービスの提供、研修の充実などによる保育の質の向上に取り組みます。

成果指標 

施策の柱 
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（人）

576

1,521

2,339

1,562

2,630

1,882

1,730

1,913 1,972

1,778

598

1,275

1,032

280

0 0 0 0 0 0

2,099

1,660

1,497 1,064

756

546 585
715

833
929

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

待機児童対策数

待機児童数

利用保留児童数

平成

予定

現状と課題 

（現状）平成 30（2018）年度に実施した

本市調査では、子育ての悩みについて、

「子どものしつけ・生活習慣のこと」と

した保護者の割合は 57.3％、「家庭内で

子育て・家事の協力が得られないこと」

とした割合は 8.3％で、いずれも 5 年前

より 1.8 ポイント増加しています。 

【課題】子育ての不安を解消し、子育てを

楽しむことができるよう支援することが

必要です。 

◇ 子育てにおいて悩んだり、不安に感じたり、
困ったりしたこと 

出典：名古屋市「子ども・若者・子育て家庭意識・生

活実態調査」（平成 30 年度）

（現状）平成 30（2018）年度に実施した

本市調査では、理想とする子どもの人数

は平均 2.58 人であるのに対し、実際の

子どもの人数は 2.01 人とかい離があり

ます。子どもの人数が理想とする人数よ

り少ない理由としては、「経済的に余裕

がない」、「子育ての身体的・精神的な

負担が大きい」が高くなっています。 

【課題】子育ての負担感や孤立感を軽減さ

せるため、社会全体で子育てを支援する

ことが必要です。 

◇ 子どもの人数が理想とする人数より少ない理由

（現状）出産前後に離職・転職した 親は

48.3％で、そのうち教育・保育事業や職

場の育児休業制度など、仕事と家庭の両

立支援のための環境が整っていれば仕事

を続けたかった人の割合は 4 割を超えて

います。また、国の調査要領に基づく除

外児童数を除いた平成 31（2019）年 4

月 1 日現在の保育所等の待機児童数は、

6 年連続の 0 人となりましたが、保育所

等を利用できていない児童（利用保留児 
出典：名古屋市作成 

出典：名古屋市「子ども・若者・子育て家庭意識・生

活実態調査」（平成 30 年度）

8.3 

12.2 

16.0 

16.4 

17.7 

23.4 

23.8 

27.4 

57.3 

0 10 20 30 40 50 60

家庭内で子育て・家事の協力が

得られないこと

子育てに関して自信が持てないなどの

不安を感じたこと

子どもの成績や勉強のこと

子どもの友人関係のこと

治安が悪くなり、子どもが犯罪の

被害にあうかもしれないこと

子育て中に自分のやりたいことが

できなくなるなどのストレスを感じたこと

子どもの発育・発達のこと

子どもの病気・健康のこと

子どものしつけ・生活習慣のこと

（％）

 童）は、対前年比で 96 人増加し、929 人となっています。

【課題】子どもや子育てにやさしい企業を増やすことが必要です。また、誰もが安心して保

育サービスを受けることができるよう、待機児童ゼロの継続のみならず利用保留児童を少

しでも減らすとともに、多様な保育サービスの拡充が必要です。

11.7

14.6

17.4

23.0

24.9

27.7

46.6

0 10 20 30 40 50

妊娠しなかった

住宅が狭いから

今後、出産の予定がある

（出産を希望している）

自分または配偶者の

年齢上の理由から

仕事と子育ての両立が難しいから

子育ての身体的・精神的な

負担が大きいから

経済的に余裕がないから

（％）

◇ 保育所等利用待機児童数と利用保留児童数
の推移 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 安 して どもを み、親として成 することへの 援

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

094 

幼児期の子と

親の育ち支援

の推進 

幼児教育の質の向上推進と子育て

の支援充実のため、幼児教育に関す

る調査研究や教職員・保育士等の指

導力や資質の向上に資する研修を

実施するとともに、子育てを支援す

る取り組みを実施 

子育てを支援する取

り組みの実施 

ことばの教室（仮

称）の試行実施 

出前子育て相談の

実施 

指導計画参考資料（5

歳児編）の作成、配

布 

子育てを支援する取

り組みの実施 

幼児の育ち応援ル

ームの設置 

専門家による子育

て相談の実施 

子育てセミナーの

実施 

親子ふれあい体験

広場の実施 

研修の実施 

幼児教育の質の向上

につながる調査研究

の実施 

教育 

委員会 

095 

家庭教育の促進

家庭教育に関する諸問題や親のあ

り方などについて学習を深めるた

めの事業を実施 

家庭教育セミナーの

実施 

全 市 立 幼 稚 園 ・

小・中学校 PTA で

実施 

親学推進協力企業制

度の実施 

 235 企業・団体（累

計） 

家庭教育セミナーの

実施 

全 市 立 幼 稚 園 ・

小・中学校 PTA で

実施 

親学推進協力企業制

度の実施 

 250 企業・団体（累

計） 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 
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施策 11 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります

 子育ての負担感・孤立感の軽減 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

100 

幼稚園心の教

育推進プラン 

幼児期の発達段階を踏まえた心の

教育を推進するため、市立幼稚園に

おいて芸術鑑賞などの文化的体験、

自然体験や社会体験、預かり保育を

実施するとともに、近隣の親子に遊

びの場や子育ての交流の場を提供

するための子育て支援事業を実施 

芸術鑑賞の実施 

 8 園 

自然体験、社会体験

の実施 全園 

預かり保育の実施 

 全園（ 期休業 

の実施は 8 園） 

子育て支援事業の実施

 全園 

芸術鑑賞の実施 

自然体験、社会体験

の実施 

預かり保育の拡充 

 期休業 を含め

て全園で実施 

子育て支援事業の実施

 全園 

教育 

委員会 

101 

名古屋市奨学

金（高等学校給

付型奨学金）の

支給

教育の機会均等をはかるとともに、

有為な人材を育成するため、経済的

理由によって修学が困難な生徒に

対して、高校等において修学に必要

となる学資の支給を実施 

実施 実施 

教育 

委員会 

102 

私立高等学校

授業料補助 

公・私立学校間における保護者負担

の格差是正をはかるため、県内私立

 校に在籍する市 で、愛知県の授

業料軽減事業の対象とならない一

定の所得階層の世帯に対する授業

料補助を実施 

実施 実施 

教育 

委員会 

103 

私立幼稚園で

の子育て支援

事業 

地域の幼児教育の支援をはかると

ともに、預かり保育を受ける園児の

保護者の負担軽減や預かり保育実

施環境の充実をはかるため、市内の

私立幼稚園に対して、預かり保育授

業料・教育研究費、親と子の育ちの

場支援事業費等の補助を実施 

実施 実施 

教育 

委員会 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆なごや子ども・子育てわくわくプラン2015 ◆子ども・子育て支援事業計画 

◆ひとり親家庭等自立支援計画 ◆第3期教育振興基本計画 

◆第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

今の生活に満足している子どもの割合 92.2％ 95％ 95％以上 

自分のことを好きと答える子どもの

割合 
81.0％ 83％ 86％ 

地域における社会活動や自主的な活動

などに参加したことのある子どもの割合
77.7％ 85％ 90％ 

社会的自立をするために必要な力を

身につけている障害児の割合 
65.1％ 70％ 70％ 

施策１２ 子どもが健やかに育つよう、子ども・家庭を支援します

 子どもの権利を保障し、将来の針路を応援するための取り組み 

子どもの権利を守る文化及び社会の形成をめざし、子どもが権利の主体である

という意識が社会に浸透していくよう、積極的な取り組みを行います。また、子

どもが将来の夢や目標に向かって踏み出すことができるよう、いじめや不登校、

成績といった、子ども一人ひとりが抱える複合的な困難に対して「総合的・包括

的」に取り組み、発達段階に応じた支援を推進します。 

 子どもが心身ともに健康に育つための支援 

子どもがさまざまな体験を通して、豊かな人間性と創造性を育み、社会性を身

につけられるよう放課後施策を推進するとともに、地域が子どもにとって安全に

安心して過ごせる居場所となるよう地域における 少年の健全育成を推進します。

 困難を抱える子ども・家庭への支援

家庭環境などに恵まれない子どもや適切な養育を受けられない子どもがより家

庭的な環境での養護を受けられるよう支援します。また、ひとり親家庭等の自立

に向け、経済面や生活面での負担を軽減するとともに、子どもの学習を支援します。

 障害や発達の遅れなどのある子どもとその家庭への支援

医療的ケアを必要とする子どもを含む障害児や、発達に遅れやアンバランスな

どのある子どもとその家庭が、安心して日常生活を送ることができ、より身近な

地域や学校で支援を受けられるようにするとともに、自立と社会参加に必要な能

力を養成します。 

成果指標 

施策の柱 
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現状と課題 

（現状）子どもの権利を保障し、子どもの

健やかな育ちを社会全体で支援するまち

の実現をめざして、平成 20（2008）年

に「なごや子ども条例」を施行しました。

平成 30（2018）年度に実施した本市

調査では、子どもは勉強や将来のこと、

自分の性格などについて、さまざまな悩

み や 不 安 を 抱 え て い ま す 。 平 成 26

（2014）年度に立ち上げた「なごや子 

◇ 子どもが悩んだり困ったりしていること

（現状）少子化や核家族化といった社会の変化や、地域における地縁的なつながりの希薄化

は、子どもが年齢の違う子どもと一緒に遊んだり、地域の人々と接したりする機会の減少

などを引き起こし、社会性の発達や自立に影響を及ぼす可能性が指摘されています。ま

た、近年、 親の就業率が上昇しており、さらなる共働き家庭の増加が 込まれる中、放

課後児童に対する施策の充実への期待が高まっています。 

【課題】子どもが  ともに健やかに成 ・発達することができ、豊かな 間性や創造性・

自己肯定感を育み、社会性を身につけられる環境づくりや、放課後施策の充実が求められ

ており、保護者と行政や地域などが協働して推進していくことが必要です。

出典：名古屋市「子ども・若者・子育て家庭意識・生

活実態調査」（平成 30 年度）

（現状）家庭環境などに恵まれない子どもや、適切な養育を受けられない子どもが心身とも

に健やかに養育されるためには、より家庭に近い環境での養育が必要ですが、本市の里親

等委託率は約 15％に留まっています。また、平成 30（2018）年度に実施した本市調査で

は、本市の  世帯の平均年間世帯収 は 育て世帯の平均年間世帯収入の約 4 割となっ

ています。 

【課題】里親等への委託の一層の推進や、より小規模な施設での養育が求められています。

また、ひとり親家庭が自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成 できるよう支

援することが必要です。 

（現状）発達に関わる支援を必要とする子どもが増加しており、地域療育センターでは初診

待機期間が 期化しています。また、人工呼吸器を装着しているなど医療的ケアを必要と

する障害児が増加しています。 

【課題】医療的ケアを必要とする子どもを含む障害児や、発達に遅れやアンバランスなどの

ある子どもが、より身近な地域や学校で支援を受けられるようにすることが必要です。 

ども応援委員会」をはじめ、平成 30（2018）年度には、家庭訪問型相談支援モデル事業

や子どもライフキャリアサポートモデル事業を開始するなど、支援の充実をはかっています。

【課題】子どもが権利の主体であるという意識が社会に浸透していくよう取り組むととも

に、さまざまな悩みや不安を抱える子どもや親に対して、子どもが将来の夢や目標に向か

って踏み出すことができるよう、総合的に支援することが必要です。 

10.5

11.5

15.9

16.1

33.4

38.5

0 10 20 30 40 50

自分の容姿のこと

クラブ活動や習い事のこと

友達のこと

自分の性格のこと

将来のこと

勉強のこと

（％）
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 子どもの権利を保障し、将来の針路を応援するための取り組み 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

113 

キャリア支援

の推進 

子どもの生涯を通じた発達を支援

するため、小・中学校の 9 年間を見

通した支援を充実するとともに、高

校等における支援体制の充実をは

かるほか、支援にかかる基本方針

「なごや版キャリア支援」を確立 

小・中学校の 9 年間

を見通した支援の試

行実施 

小学校 16 校 

高校等における支援

の実施 

非常勤スクールカ

ウンセラー※の配

置 

  高校 14 校 

常勤スクールカウ

ンセラーの配置 

  高校 1 校 

キャリア支援アド

バイザーの配置 

  高校 14 校 

  特別支援学校高

等部 4 校 

名古屋市立大学と連

携した「なごや版キ

ャリア支援」の検討 

小・中学校の 9 年間

を見通した支援の実

施 

実施校の拡充 

高校等における支援

の拡充 

高校等への非常勤

スクールカウンセ

ラーの配置拡充 

常勤スクールカウ

ンセラーの配置の

あり方検討 

キャリア支援アド

バイザーによる支

援体制の拡充 

「なごや版キャリア

支援」の確立 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 

※スクールカウンセラー：臨床心理士等の専門的知識・経験を活かし、学校生活全般に対する援助や、
児童生徒・保護者・教職員への相談対応をする職員。
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施策 12 子どもが健やかに育つよう、子ども・家庭を支援します

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

114 

なごや子ども

応援委員会の

運営 

さまざまな悩みや心配を抱える子

どもや親を総合的に支援し、子ども

の目前の進路に留まらず将来の針

路を応援するための取り組みを推

進 

なごや子ども応援委

員会の設置 

市内 11 ブロック

の中学校 

  11 校 

常勤スクールカウ

ンセラーの配置 

  11 人 

常勤スクールソー

シャルワーカー※

の配置 

  20 人 

常勤スクールアド

バイザー※の配置 

  11 人 

非常勤スクールポ

リス※の配置  

  11 人 

なごや子ども応援委

員会設置校以外の常

勤スクールカウンセ

ラー配置校 

中学校 73 校 

なごや子ども応援委

員会の設置 

市内 11 ブロック

の中学校 

  11 校 

常勤スクールカウ

ンセラーの配置 

  11 人 

常勤スクールソー

シャルワーカーの

配置 

  22 人 

常勤スクールアド

バイザーの配置 

  11 人 

非常勤スクールポ

リスの配置 

  11 人 

なごや子ども応援委

員会設置校以外の常

勤スクールカウンセ

ラー配置校 

中学校 99 校 

教育 

委員会 

 障害や発達の遅れなどのある子どもとその家庭への支援

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

130 

発達障害の可

能性のある幼

児児童生徒へ

の支援 

学校教育において、発達障害の特性

に応じた適切な指導・支援を行うた

め、発達障害対応支援講師、発達障

害対応支援員、専門家チームの充実

をはかり、発達障害の可能性のある

幼児児童生徒の教育的ニーズに応

じた支援を実施 

発達障害対応支援講

師の配置 65 校 

発達障害対応支援員

の配置 

市立幼稚園・小・

中学校の全校（園）

専門家チームの派遣 

発達障害対応支援講

師の配置拡充 

発達障害対応支援員

の配置 

市立幼稚園・小・

中学校の全校（園）

専門家チームの派遣 

教育 

委員会 

※スクールソーシャルワーカー：福祉の専門的知識・経験を活かし、関係機関との連携をはかりなが
ら悩みや問題を抱える児童生徒が置かれた環境へのはたらきかけを行う職員。 
スクールアドバイザー：学校に対する外部からの意見への対応や地域との連絡調整を行う職員。 
スクールポリス：学校内外の見守り活動や必要に応じて警察との連携をはかる元警察官の職員。
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

132 

医療的ケアが

必要な幼児児

童生徒の支援 

医療的ケアが必要な幼児児童生徒

が安心して学校（園）生活を送るこ

とができるよう、医療的ケアと生活

介助を行うことができる看護介助

員等や、ミキサー食等を調理する栄

養教諭等を配置するとともに、関係

機関との連絡支援体制を確立する

ための医療的ケア連絡会議を運営 

看護介助員の配置 

 24 名 

看護介助員の欠員等

に対応するための看

護師の配置 

栄養教諭等の配置 

 6 名 

医療的ケア連絡会議

の運営 

看護介助員の配置 

看護介助員の欠員等

に対応するための看

護師の配置 

栄養教諭等の配置 

医療的ケア連絡会議

の運営 

教育 

委員会 

133 

学校生活介助

アシスタント

の配置 

障害のある幼児児童生徒の学校生

活を支援するため、学校生活におけ

る移動や排せつ、着がえ等の介助を

行うアシスタントを配置

配置 配置時間の拡充 

教育 

委員会 

134 

宿泊行事への

介護ヘルパー

の派遣 

障害のある児童生徒が宿泊行事に

参加する際に、必要な支援が受けら

れるよう介護ヘルパーの派遣を実

施 

検討 実施 

教育 

委員会 

135 

特別支援学級

等の設置・運営

障害の種類や程度に応じたきめ細

かな教育を行うため、各校の特別支

援学級等を運営 

実施 

特別支援学級 

  722 学級 

通級指導教室 

  60 教室 

実施 

教育 

委員会 

136 

外部の専門家

による特別支

援学校アドバ

イザーの派遣

事業 

特別支援学校の教育活動を支援す

るために、学校運営や障害特性に応

じた指導法等について、専門家から

助言を得られるよう、外部の専門家

を派遣 

検討 学校運営アドバイザ

ーの派遣 

指導法アドバイザー

の派遣 

教育 

委員会 

137 

特別支援学校

高等部におけ

る就労支援 

特別支援学校高等部の生徒の職業

自立を促進するため、専門的な知識

や技能のある職業指導講師による

職業指導や就労支援コーディネー

ターによる職場実習の受け入れ交

渉などを実施 

職業指導 

職場実習の受け入れ

交渉 

職業自立推進運営委

員会の開催 

職業指導 

職場実習の受け入れ

交渉 

職業自立推進運営委

員会の開催 

教育 

委員会 
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施策 12 子どもが健やかに育つよう、子ども・家庭を支援します

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

138 

高等特別支援

学校の整備 

特別支援学校高等部の入学者数の

増加や、企業等への就労をめざす職

業教育のニーズの高まりに対応す

るため、若宮商業高校との併設によ

る高等特別支援学校を整備 

検討 

専門家からのヒア

リングの実施 

先進校の視察 

教育課程や交流及

び共同学習等の検

討 

整備の推進 

教育 

委員会 

139 

特別支援教育

に関する施設

の整備 

特別支援学校の教室不足の解消に

向けた増築等を推進するとともに、

肢体不自由児が円滑に学校生活を

営めるよう、肢体不自由学級設置校

にエレベーターを整備 

守山養護学校産業科

棟の増築 

工事着手 

天白養護学校の増築 

検討 

仮設校舎リース 

肢体不自由学級設置

校へのエレベーター

整備 

守山養護学校産業科

棟の増築 

供用開始 

（令和 3 年度） 

天白養護学校の増築 

整備推進 

肢体不自由学級設置

校へのエレベーター

整備 

教育 

委員会 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆なごや子ども・子育てわくわくプラン2015 ◆子ども・子育て支援事業計画 

◆第3期教育振興基本計画

指    標
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

児童虐待の通告先（児童相談所また

は区役所・ 所）を知っている市 

の割合

55.2％ 65％ 80％ 

いじめられたり、いじめを見たりし

たとき、先生や家族、親、友達、相

談機関に相談することができる子ど

もの割合

小 78.0％ 

中 76.5％ 

小 81％ 

中 79％ 

小 82％ 

中 80％ 

学校生活が楽しいと思う児童・生徒の割合
小 92.1％ 

中 89.6％

小 94％ 

中 93％

小 95％ 

中 94％

施策１３ 虐待やいじめ、不登校から子どもを救います 

 子どもを虐待から守るための取り組み 

児童相談所、社会福祉事務所、保健センター、警察をはじめとする行政機関や、

医療機関、学校、保育所、地域などの連携強化をはかるとともに、児童虐待の発

生予防から、虐待の早期発見・早期対応、虐待を受けた子どもの保護・自立支援

に至るまで、切れ目のない重層的な支援体制を充実させます。また、さまざまな

機会を通じて啓発活動を推進し、子どもを虐待から守るまちづくりを進めます。 

 いじめ、不登校対策の充実

いじめが起きにくい環境づくりなど、いじめの未然防止を推進するとともに、

早期発見・早期対応により事態が深刻化する前に解決できるよう取り組みます。

また、学校に行きたいと思っているにも関わらず登校することができない子ども

をなくすため、一人ひとりの状況に応じた支援をするとともに、心理的理由によ

り登校できない子どもに対する学習面からの支援を充実します。さらには、子ど

もの教育・養育に関するあらゆる内容について、子どもとその保護者に寄り添っ

た教育相談を実施します。 

成果指標 

施策の柱 
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現状と課題 

（現状）本市の児童相談所における児童虐

待相談対応件数は、平成 30（2018）年

度には 3,394 件となり、過去最多となり

ました。このような相談件数の増加や一

時保護の増加に対して迅速・的確に対応

するため、平成 30（2018）年 5 月に本

市 3 か所目となる東部児童相談所を開設

しました。 

【課題】虐待の発生を予防する取り組みを

進めることが必要です。また、関係機関

等が緊密に連携をはかることで、虐待を

できる限り早期に発見し、適切な支援へ

とつなげることが必要です。 

◇ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移

◇ いじめの認知件数の推移（現状）平成 30（2018）年度におけるい

じめの認知件数は 2,518 件となっていま

す。また、小学校における不登校率は

0.69％（769 人）、中学校においては

3.78％（1,864 人）となっており、不登

校児童生徒数の増加に伴って、子ども適

応相談センターに通所する子どもの数が

増加しています。 

【課題】すべての子どもが安心して学校生

活を送り、さまざまな活動に取り組むこ

とができるよう、いじめを生まない土壌

をつくるとともに、いじめを訴えやすい

体制を整えることが必要です。また、学

校に行きたいと思っているにも関わら

ず、登校することができない子どもをな

くすための取り組みや、心理的理由によ

り登校することができない子どもへのき

め細かな支援が必要です。 

出典：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等

生徒指導上の諸課題に関する調査」 

出典：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等

生徒指導上の諸課題に関する調査」 

◇ 不登校児童生徒数の推移

出典：名古屋市作成 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 いじめ、不登校対策の充実

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

147 

いじめ、不登校

対策の推進 

いじめや不登校を未然に防止する

とともに、早期に発見し、一人ひと

りの状況に応じた適切な支援を早

期に行うため、子ども応援委員会と

の連携や各校における各種の事業

を通じたきめ細かな対策を実施 

いじめ防止教育プロ

グラムによる予防的

教育の実施 

全小・中・特別支

援学校 

なごや ING※キャン

ペーンの実施 

全校 

夢と命の 絆
きずな

づくり

推進事業の実施 

小学校 77 校 

中学校 33 校 

高校 3 校 

特別支援学校 1 校

インターネット上に

おけるいじめ対策の

実施 

不登校対策支援サイ

トの運営 

いじめ防止教育プロ

グラムによる予防的

教育の実施 

全小・中・特別支

援学校 

なごや ING キャンペ

ーンの実施 

全校 

夢と命の 絆
きずな

づくり

推進事業の実施 

インターネット上に

おけるいじめ対策の

実施 

不登校対策支援サイ

トの運営 

教育 

委員会 

148 

子ども適応相

談センターで

の不登校対応

事業 

心理的理由により登校できない児

童生徒を支援するため、通所による

教育相談・適応指導と、タブレット

端末を活用した学習支援を実施 

子ども適応相談セン

ターの運営 

通所者数 583 人 

タブレット端末を活

用した学習支援の実

施 

学習用タブレット

端末の整備 

子ども適応相談セン

ターの運営 

タブレット端末を活

用した学習支援の実

施 

学習用タブレット

端末の整備拡充 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 

※ING：（I）いじめの（N）ない（G）学校づくりの略。
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施策 13 虐待やいじめ、不登校から子どもを救います

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

149 

教育相談事業 

いじめや不登校など子どもの教育･

養育上の問題に関するあらゆる内

容について、子ども及びその保護者

に寄り添い、学校生活等で特別な支

援を要する幼児児童生徒に対する

心理検査を含めた教育相談を教育

センターにおいて実施 

実施 

電話相談 

  3,859 回 

メール相談 

  104 件 228 回 

来所相談 

  730 件 3,106 回 

（うち、心理検

査 418 件実施）

訪問相談 

  57 件 1,786 回 

実施 

教育 

委員会 

150 

児童生徒に関

わる相談・支援

の充実 

い じ め や 不 登 校 な ど 子 ど も の 教

育・養育に関する相談・支援体制の

さらなる充実に向けて、子ども応援

委員会や教育センター、子ども適応

相談センターなど関係する事業・組

織間の連携をより密にし、子ども及

びその保護者に寄り添った相談・支

援を実施 

関係する組織間の連

携体制について検討 

子ども及びその保護

者 に 寄 り 添 っ た 相

談・支援の実施 

教育 

委員会 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆第3期教育振興基本計画 ◆ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画 ◆学校施設リフレッシュプラン 

◆魅力ある市立高等学校づくり推進基本計画（第2次）

指    標
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

学習意欲に関する質問に肯定的に答

えた児童生徒の割合

小 80.0％ 

中 71.6％

小 82％ 

中 73％

小 83％ 

中 74％

学校生活において友達を思いやる気

持ちを持つことができる子どもの割合

小 85.1％ 

中 82.5％

小 91％ 

中 89％

小 92％ 

中 90％

運動をすることが好きな子どもの割合
小 64.1％ 

中 54.2％

小 66％ 

中 56％

小 68％ 

中 58％

施策１４ 
子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、 
健やかな体を育みます 

 幅広い学力の育成 

基礎・基本の学力の定着はもとより、グローバル社会において活躍できる人材

の育成を進めるとともに、自ら考え、判断し、表現する力などの習得に向け、子

ども一人ひとりの個性を大切にしたきめ細かな指導を行います。また、他者と協

働しつつ自ら考え抜く自立した学びの実現に向け、画 的な  授業からの転換

による授業改善を進めます。 

 豊かな心と健やかな体の育成 

子どもたちの豊かな人間性や社会性を育成するためのインクルーシブ教育シス

テム※の構築を進めるなど、社会の一員としての規範意識や自覚を持つ子どもを

育成します。また、運動や食事など望ましい生活習慣を身につけ、生涯にわたっ

て健康に過ごすための心身を育みます。 

 学びを支える教育環境の充実

一人ひとりの子どもに目の行き届いたきめ細かな指導を行っていくため、学校

における働き方の改革を進め、教員の資質の向上や教員が子どもと向き合う時間

の拡充に取り組みます。また、地域に開かれ信頼される学校づくりや望ましい学

校規模の確保、ICT※環境の整備など教育環境の充実をはかります。 

 魅力ある市立高等学校づくり

教育内容の量的拡大から質的充実へのシフトを基本とした、学びのあり方の改

革を進めます。また、普通科や総合学科のほかさまざまな専門学科や定時制高校

において、各学校の特色を活
い

かした教科指導を充実発展させるなど、魅力や特色

ある学校づくりを進めるとともに、学校間連携や校種を超えた連携による教育活

動を推進します。 

成果指標 

施策の柱 
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96.0

95.9

94.8

97.4

97.491.8

98.4

98.1

98.4

80

85

90

95

100

105

握力

上体起こし

長座体前屈

反復横とび

持久走20ｍシャトルラン

50ｍ走

立ち幅とび

ボール投げ

本市

全国

現状と課題 

（現状）少子化の進行により、市立小学校の約 3 割が 11 学級以下のクラス替えができない

小規模校となっています。一方で 31 学級以上の過大規模の小学校も 6 校あります。 

【課題】小規模校や過大規模校における教育面や学校運営面の課題を解消し、子どもたちに

とって良好な教育環境にするため、望ましい学校規模を確保する必要があります。 

（現状）本市の子どもたちは、全国平均と

比べ、国語の読む力や数学的な考え方は

ほぼ身についていますが、国語の書く力

や話す力が不足しています。 

   また、学校教育で充実を希望する分野

を保護者に調査したところ、「自ら学び

考える力」の項目が高い割合となってい

ます。 

【課題】基礎基本の学力に加えて、学ぶ意

欲や思考力、判断力、表現力など幅広い

学力を育てていく必要があります。 

◇ 小学生の教科学習における定着の状況

（現状）学校教育で充実を希望する分野を

保護者に調査したところ、「他人を思い

やる力」や「社会のルールやマナー」と

いう項目が高い割合となっています。 

   また、本市の子どもたちは、運動をす

ることが好きな子どもの割合が全国より

やや低く、運動をすることが嫌いな子ど

もの割合がやや高い状態にあり、運動能

力は全国平均と比べ、全体として低い状

態にあります。 

平成 30 年度現在 

出典：名古屋市作成 

（現状）ICT の急速な発展、産業構造の変化、少子化・高齢化など、社会経済情勢が変化す

る中で、高等学校に通う生徒の生活実態や学習環境も変容し、生徒の興味や関心、能力や

適性、進路の希望もますます多様化してきています。 

【課題】生徒一人ひとりの個性や能 の伸 をはかるためにも 等学校教育の改 が求めら

れています。 

出典：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

（平成 30 年度）より名古屋市作成 

【課題】他人を思いやる心や美しいもの、自然に対して感動する心などの豊かな人間性を身

につけるとともに、社会の一員としての自覚を持つ子どもの育成を推進する必要がありま

す。また、楽しく運動に取り組むことや食育を通して、児童生徒の心身ともに健全な発達

を促す必要があります。 

95.2

93.2

89.9

87.3

96.8

98.3

98.7

89.6

98.1

95.9

80

85

90

95

100

105

気を付けて聞く

適切に話す

構成を考えて書く

意見と理由を

区別して書く

説明的な文章を読む

文学的な文章を

読む

文の構成を理解する

指示語について

理解する

漢字を読む

漢字を書く

本市

全国

※インクルーシブ教育システム：「障害者の権利に関する条約」第 24 条より、人間の多様性の尊重
等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果
的に参加することを可能とするとの目的のもと、障害のある者と障害のない者がともに学ぶ仕組み。
ICT：Information and Communication Technology の略。情報・通信に関する技術の総称。 

◇ 小・中学生の体力・運動能力の状況
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 幅広い学力の育成 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

151 

新学習指導要

領の着実な実

施 

新学習指導要領※に対応し、主体

的・対話的で深い学びの実現に向け

た授業改善を進め、カリキュラムマ

ネジメントの充実や学校段階間の

円滑な接続をはかるとともに、キャ

リア教育、プログラミング教育※等

の新しい教育を推進 

「 な か ま な ビ ジ ョ

ン」を取り入れた授

業改善の推進 

新学習指導要領に対

応した「名古屋市教

育課程」の作成に向

けた検討の実施 

「 な か ま な ビ ジ ョ

ン」を取り入れた授

業改善の推進 

新学習指導要領に対

応した「名古屋市教

育課程」の作成、活

用 

教育 

委員会 

152 

画 的な  

授業からの転

換を進める授

業改善 

基礎的な学力の確実な定着と、他者

と協働しつつ自ら考え抜く自立し

た学びの実現に向けて、すべての児

童生徒に対し、一人ひとりの進度や

能力、関心に応じた個別最適化され

た学びを提供するための授業改善

を推進 

検討 

教育専門家による

講演会の実施 

推進 

専任実践チームの

設立（令和元年度）

実践研究を基に各

校の状況に応じて

実践 

教育 

委員会 

153 

ことばの力育

成事業 

子どもたちの学習の基礎となるこ

とばの力を向上させるため、子ども

の読書意欲を高める取り組みや言

語活動を充実させる取り組みを実

施 

学校司書の配置 

小学校 24 校 

中学校 8 校 

なごやっ子読書ノー

ト、なごやっ子読書

カードの配付 

本の帯コンクールの

実施 

なごやっ子漢字検定

プリントの作成・配信

学校司書の配置 

 拡充 

なごやっ子読書ノー

ト、なごやっ子読書

カードの配付 

本の帯コンクールの

実施 

なごやっ子漢字検定

プリントの更新・配信

教育 

委員会 

154 

小・中学校にお

ける理数教育

の推進 

小・中学校における理数教育の充実

に向けて、児童生徒の科学への興

味・関心を高めるとともに、論理的

な思考力を養うためのプログラミ

ング教育や見通しをもった観察・実

験を実施 

実施 

プログラミング教

育の試行実施 

  小学校 3 校 

実施 

ロボットプログラ

ミングの実施 教育 

委員会 

施策を推進する事業 

※新学習指導要領：学習指導要領は全国的に一定の教育的水準を確保するとともに、実質的な教育の
機会均等を保証するため、学校教育法に基づき国が定めている教育課程の基準であり、新学習指導
要領は、令和 2（2020）年度の小学校・特別支援学校小学部での全面実施以降、中学校、高等学校
等において、順次実施。 
プログラミング教育：プログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるた
めに必要な論理的思考力を身に付けるための教育。
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施策 14 子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、健やかな体を育みます

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

155 

外国語教育の

充実 

グローバル人材を育成するため、英

語授業においてデジタル教科書や

外国人材を活用するとともに、英語

に堪能な教員の確保に向けた採用

選考試験を実施 

デジタル教科書の活用

全中学校 

外国語活動アシスタ

ントの派遣 

小学校 261 校 

外国人英語指導助手

の派遣 

中学校 110 校 

高校 9 校 

特例を設けた教員採

用選考試験の実施 

デジタル教科書の活用

外国語活動アシスタ

ントの派遣 

外国人英語指導助手

の派遣 

特例を設けた教員採

用選考試験の実施 

教育 

委員会 

156 

少人数教育の

推進 

一人ひとりを大切にしたきめ細か

な指導を行うための小学校 1・2 年

生における 30 人学級及び中学校 1

年生における 35 人学級という少人

数学級の編制、個々の子どもの習熟

度や学習においてのつまずきに対

応するための少人数指導の実施 

実施 

全小・中学校 

実施 

全小・中学校 

教育 

委員会 

157 

子どもの未来

応援講師の配

置 

基礎基本の定着を中心とした学習

指導の支援を行うとともに、学級担

任・教科担任とは異なる立場で子ど

もと関わり、気軽に相談できる関係

を築くことで子どもを支援 

学習指導支援講師の

配置 

小学校 61 校 

中学校 15 校 

特別支援学校 4 校

夏季休業中の特設講

座の開設 

子どもの未来応援講

師※の配置拡充 

夏季休業中の特設講

座の開設 

教育 

委員会 

158 

学力向上サポ

ート事業 

子どもたちの学習意欲を喚起し、学

習の理解を深めるため、各校の創意

工夫を活
い

かした教科指導の研究や

教育活動の展開を支援 

実施 

市 立 学 校 全 体 で

24 校 

実施 

教育 

委員会 

159 

土曜日の教育

活動の推進 

子どもたちにとってより豊かで有

意義な土曜日を実現するため、地域

や 学、 間事業者等の協 のもと

体験活動等を実施 

モデル実施 

 26 学区 

実施 

 96 学区 教育 

委員会 

※子どもの未来応援講師：学習指導支援講師は、令和元（2019）年度から活動内容を拡充したことに
伴い子どもの未来応援講師に名称が変更された。
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 豊かな心と健やかな体の育成 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

160 

インクルーシ

ブ教育システ

ムの構築の推

進 

子どもたちの社会性や豊かな人間

性を育成するため、障害のない子ど

もと障害のある子どもとの交流及

び共同学習を進めるとともに、若宮

商業高校と高等特別支援学校の併

設によるインクルーシブ教育学校

を検討し、インクルーシブ教育シス

テムの構築を推進 

交流及び共同学習の

実施 

インクルーシブ教育

学校の検討 

交流及び共同学習の

実施 

インクルーシブ教育

学校の検討推進 

教育 

委員会 

161 

SDGs 達 成の

担い手づくり

推進事業 

SDGs※達成の担い手を育成するた

め、推進校（園）において、環境学

習や国際理解学習、防災学習、エネ

ルギー学習、世界遺産や地域の文化

財等に関する学習などの多様な学

習活動を実施 

検討 SDGs 達成の担い手

づくり推進事業の実

施 教育 

委員会 

162 

コミュニティ

・スクールの導

入 

地域に開かれ信頼される学校づく

りに向けて、学校と地域住 等が 

を合わせて学校の運営に取り組む

コミュニティ・スクール（学校運営

協議会制度）の導入を推進 

学校評議員制の実施 

コミュニティ・スク

ールの導入検討 

学校評議員制の実施 

コミュニティ・スク

ールの導入推進 

教育 

委員会 

163 

中学生による

陸前高田市と

の交流 

環境が異なる生徒間交流により心

身の発達を促し、将来を担う人材の

育成をはかるとともに、陸前高田市

の復興と両市の発展のため、名古屋

市立と陸前高田市立の中学生の交

流を実施 

訪問交流の実施 訪問交流の実施 

復興状況等を踏まえ

た交流のあり方につ

いて検討 

教育 

委員会 

164 

元気いっぱい

なごやっ子の

育成事業 

生涯にわたる豊かなスポーツライ

フの実現や体力・運動能力の向上に

向けた取り組み、学校給食を通じて

食生活に必要な知識と判断能力を

育むことなどを通して、運動習慣や

早寝早起き・朝食の摂取などの望ま

しい生活習慣を形成 

体力アップ推進校の

実施 

小・中学校全体で

18 校 

一校一運動の実施 

小学校 8 校 

学校給食を通じた食

育の実施 

小・中・特別支援

学校 

運動大好きなごやっ

子育成推進校の実施 

小・中学校全体で

18 校 

一校一運動の実施 

小学校 8 校 

学校給食を通じた食

育の実施 

小・中・特別支援

学校 

教育 

委員会 

※SDGs：Sustainable Development Goals の略。平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択され
た「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された令和 12（2030）年までの国際目標。 
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施策 14 子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、健やかな体を育みます

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

165 

部活動の振興

（中学校、高等

学校） 

生徒の豊かな心と健やかな体の育

成に向けて、部活動の充実と活性化

をはかるため、部活動顧問・外部指

導者の派遣や各種大会の開催など

を実施 

部活動顧問の派遣 

 214 部 

部活動外部指導者の

派遣 386 部 

各種大会の開催 

全国大会等出場生徒

の保護者への旅費等

補助 

部活動顧問の派遣 

 拡充 

部活動外部指導者の

派遣 

各種大会の開催 

全国大会等出場生徒

の保護者への旅費等

補助 

教育 

委員会 

166 

部活動の振興

（小学校） 

児童のスポーツへの関心を高める

とともに、豊かな心と健やかな体

の育成に向けて、部活動の充実と

活性化をはかるため、部活動顧

問・外部指導者の派遣を実施する

とともに、教員が指導しない小学

生の放課後における運動・文化活

動の新たな仕組みを構築 

小学校部活動の見直

し検討 

部活動顧問の派遣 

 15 部 

部活動外部指導者の

派遣 119 部 

スポーツ体験事業の

実施 

教室 11 回 

観戦 8 回 

新たな仕組みによる

運動・文化活動の実

施 

スポーツ体験事業の

実施 

教育 

委員会 

167 

学校給食にお

けるなごやめ

しの提供 

子どもたちへ名古屋独自の食文化

の魅力を伝え、名古屋への愛着を

深めるため、学校給食において、

なごやめしを提供 

実施 

 3 回 

実施 

教育 

委員会 

 学びを支える教育環境の充実

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

168 

ICT を活用し

た教育の推進 

児童生徒の情報処理に関する基礎

的な知識の習得と、思考力・判断

力・表現力や情報活用能力の育成を

はかるとともに、学習への意欲を高

めるため、学習用の ICT 環境を整備

学 校 に お け る  ICT 

環境の整備計画の策

定に向けた検討 

授業方法の研究及び

研修の充実 

学習用 ICT 機器の充実

授業方法の研究及び

研修の充実 

教育 

委員会 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

169 

グローバル・エ

デュケーショ

ン・センターの

運営 

グローバル社会において活躍する

ことができる人材を育成するため、

国内外の企業や大学、研究機関等と

連携し、グローバル環境の実体験等

ができるグローバル・エデュケーシ

ョン・センターを運営 

開設準備 開設（令和元年度） 

グローバル教育の実施 教育 

委員会 

170 

学校における

働き方改革の

推進 

学校教育の改善・充実に向けて、教

員が授業や授業準備等に集中し、健

康でやりがいをもって勤務でき、教

育の質を高められる環境を構築す

るため、学校における働き方改革を

推進 

学校閉庁日の設定 

新たな校務支援シス

テムに向けた準備 

ス ク ー ル ・ サ ポ ー

ト・スタッフの配置 

小学校 25 校 

中学校 16 校 

学校運営サポーター

などボランティアの

活用 

学校閉庁日の設定 

新たな校務支援シス

テムの運用 

ス ク ー ル ・ サ ポ ー

ト・スタッフの配置

拡充 

学校運営サポーター

などボランティアの

活用 

教育 

委員会 

171 

望ましい学校

規模の確保 

児童生徒にとって、よりよい教育環

境を整えるため、小規模校（小学校

11 学級以下、中学校 5 学級以下）

及び過大規模校（小・中学校ともに

31 学級以上）について、統合等によ

り望ましい学校規模を確保 

「ナゴヤ子どもいき

い き 学 校 づ く り 計

画」の策定 

上志段味
し だ み

小学校の整備

設計 

ナゴヤ子どもいきい

き学校づくりの推進 

上志段味
し だ み

小学校の整備

開校（令和 3 年度）

教育 

委員会 

172 

学校施設の計

画的な改修 

安心・安全で良好な教育環境を整備

するとともに、校舎等の 寿命化を

はかるため、リニューアル改修や保

全改修等を計画的に実施 

学校のリニューアル

改修 

学校の保全改修 

運動場改修 

プール改修 

学校のリニューアル

改修 

学校の保全改修 

運動場改修 

プール改修 

教育 

委員会 

173 

学校施設の空

調設備更新 

安心・安全で快適な教育環境を確保

するとともに、省エネルギー化によ

る CO2 排出量の削減をはかるため、

公害対策関係校の空調設備更新を

実施 

実施 

公害対策関係校 

  15 校（園） 

実施 

教育 

委員会 
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施策 14 子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、健やかな体を育みます

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

174 

学校施設と公

的施設等との

複合化 

良好で質の高い学びを実現する環

境の整備とともに、市全体の公有財

産として有効活用をはかるため、老

朽化した他の公的施設との複合化

を検討 

モデル事業の検討 モデル事業の推進 
教育 

委員会 

はじめ 

関係局 

 魅力ある市立高等学校づくり

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

175 

市立高等学校

における学び

のあり方改革 

教育内容の量的拡大から質的充実

へのシフトを基本とした「学びのあ

り方」の改革を進めるため、緑高校

をパイロット校（教育実践推進校）※

に指定し、先進的な取り組みを実施

するとともに、その成果を市立高校

全体に展開 

パイロット校におけ

る取り組みの実施 

パイロット校構想

の策定のためのプ

ロジェクトチーム

の設置 

パイロット校におけ

る取り組みの実施 

図書館等の施設の

拡充 

ICT 機器等の充実 

教育 

委員会 

176 

市立高等学校

における産業

界・大学・地域

との連携 

生徒の学びの質を高め、社会に貢献

できるグローバル人材やものづく

り人材を育成するため、市立高校

と、市立大学をはじめとする大学や

企業等と連携した取り組みを推進 

専門学科高校におけ

る産業界等との連携 

デュアルシステム ※

の実施 

普通科高校における

大学との連携 

大学まるごと研究

室体験 

専門学科高校におけ

る産業界等との連携 

デュアルシステム

の実施 

普通科高校における

大学との連携による

専門性の高い教育の

充実 

教育 

委員会 

※パイロット校（教育実践推進校）：新しい学校運営のモデルの開発をするために指定した学校。
デュアルシステム：学校での授業と企業での 期研修とを組み合わせ、より実践的な技能者の育成
をはかる仕組み。 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

177 

市立高等学校

における理数

教育の充実 

独創性と創造性にあふれた国際性

豊かな科学技術系人材の育成のた

め、市立高校における理数教育推進

校である向陽高校国際科学科を拠

点として、市立大学や企業との連携

による実習・講座を実施するなど、

特色ある理数教育を推進 

特色ある理数教育の

推進 

英語をツールとし

た理数教育の実施 

大学・企業と連携

した理数教育の実

施 

向陽高校の SSH※指

定（平成 27 年度 

令和元年度） 

向陽高校での取り組

みや成果を市立高校

全体で共有 

特色ある理数教育の

推進 

英語をツールとし

た理数教育の実施 

大学・企業と連携

した理数教育の実

施 

向陽高校の SSH 再

指定（令和 2 年度）

向陽高校での取り組

みや成果を市立高校

全体で共有 

教育 

委員会 

178 

市立高校生の

海外派遣 

グローバルな視野を持つ人材を育

成するとともに、外国語によるコミ

ュニケーション能力の向上をはか

るため、市立高校生の海外派遣を実

施 

実施 

オーストラリア 

12 人 

マレーシア 

  4 人 

アメリカ 

  4 人 

ドイツ 

  20 人 

フランス 

  6 人 

拡充 

教育 

委員会 

※SSH：Super Science High Schools の略。将来の国際的な科学技術関係人材を育成するために、先
進的な理数系教育を実施する高等学校等を文部科学省が 5 年間指定して支援を実施する制度。
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都市像３ 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち

関連する個別計画

◆地域防災計画 ◆災害対策実施計画 ◆地域強靱化計画 ◆震災に強いまちづくり方針 

◆建築物耐震改修促進計画 ◆無電柱化推進計画 ◆総合排水計画 ◆河川整備計画  

◆緊急雨水整備事業 ◆第3期教育振興基本計画 ◆市営交通事業経営計画2023

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

災害に強いまちづくりができている

と思う市 の割合
51.8％ 55％ 65％ 

緊急輸送道路等にかかる橋りょうの

耐震化率 
66.1％ 75％ 89％ 

緊急雨水整備事業の整備率 91.8％ 96％ 100％ 

施策１６ 災害に強い都市基盤の整備を進めます 

 地震に強い都市基盤の整備 

南海トラフ巨大地震などの大規模地震に備え、市設建築物や橋りょう、地下鉄

構造物、上下水道施設、河川堤防などの都市基盤施設の耐震化に取り組みます。

特に、緊急輸送道路※においては、橋りょうの耐震化や電線類の地中化を推進し、

災害時の機能確保を進めます。 

 大雨に強い都市基盤の整備 

河川・下水道等の整備を推進することで、全市域を対象に1時間63mmの降雨

に対して浸水被害をおおむね解消するとともに、1時間約100mmの降雨に対して

も床上浸水をおおむね解消し、市 の 命財産を守るとともに都市機能の確保を

めざします。また、雨水を一時的に貯留または浸透させることで河川や下水道等

への負担を軽減させるため、公共施設において雨水流出抑制※の推進をはかると

ともに、市 や事業者に対する  流出抑制の普及・啓発につとめるなど、治水

安全度を高める取り組みを進めます。 

 臨海部の防災機能の強化

防潮壁、防潮水門及び耐震強化岸壁の整備・機能強化を促進し、南海トラフ巨

大地震をはじめとする大規模地震と、それに伴う津波に備えます。 

成果指標 

施策の柱 

※緊急輸送道路：災害の発生により道路が被害を受けた場合、緊急通行車両の移動の確保及び人・物
資輸送を円滑に行うため、緊急に応急復旧を要する道路。 
雨水流出抑制：雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、河川・下水道への雨水流出量を
抑制すること。 
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現状と課題 

（現状）平成 23（2011）年 3 月の東日本大震災、平成 28（2016）年 4 月の熊本地震、平成

30（2018）年 6 月の大阪府北部の地震、9 月の北海道胆振東部地震など、大規模地震とそ

れに伴う津波等により、全国各地で多大な被害が生じています。 

◇ 名古屋中央雨水調整池の整備本市では、これまで 1 時間 50mm の降

雨に対応した河川・下水道などの施設整

備をおおむね完了しています。また、平

成 12（2000）年 9 月の東海豪雨などで

著しい浸水被害が集中した地域などを対

象に、原則 1 時間 60mm の降雨に対応す

る施設整備を実施しており、これによ

り、名古屋地方気象台における過去最高

の 1 時間降雨量 97mm の降雨に対して床

上浸水のおおむね解消をめざしています。

◇ 河川堤防の耐震対策（山崎川）

（現状）名古屋港は、中部地域の海の玄関口として日本のものづくり産業を支えています。

本市では、防潮壁の改良、耐震強化岸壁の整備・機能強化など、名古屋港の防災機能の強

化を促進しています。

【課題】地震・津波などの大規模災害から背後住 の生命・財産や背後地域の産業活動を守

るため、引き続き防災施設の一層の機能強化が求められています。

また、南海トラフ巨大地震の発生確率

は、今後 30 年以内に 70 80%と切迫度

を増しており、本市では発生時に最大の

死者数が約 6,700 人、最大の建物全壊・

焼失棟数が約 66,000 棟という甚大な被

害が想定されています。 

【課題】大規模地震発生時の被害を抑える

ため、行政による一層の都市基盤施設の

耐震化が求められています。 

（現状）全国的に大雨が増加傾向にあり、平成 30（2018）年 7  豪 （  本豪 ）な

ど、これまでに経験したことのないような大雨により、各地で甚大な被害が発生しています。

市内でも、1 時間 50mm を超える豪雨が増加しており、雨の降り方が激甚化しています。 

【課題】大雨による洪水・内水氾濫による被害を防止・軽減するため、平成 30（2018）年

度に見直しを行った「総合排水計画」に基づき、河川・下水道等が連携した施設整備を推

進することで治水機能を最大限発揮するとともに、雨水流出抑制を着実に推進していく必

要があります。 
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都市像３ 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち

 地震に強い都市基盤の整備 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

185 

市有建築物の

天井等落下防

止対策 

地震発生時に施設利用者の安全を

確保するため、名古屋市建築物耐震

改修促進計画に基づき、対策が必要

な市有建築物の天井等落下防止対

策を実施 

実施 実施 観光文化

交流局 

教育 

委員会 

はじめ 

関係局 

施策を推進する事業 
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都市像３ 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち

関連する個別計画

◆地域防災計画 ◆災害対策実施計画 ◆地域強靱化計画 ◆業務継続計画（震災編） 

◆震災に強いまちづくり方針 ◆建築物耐震改修促進計画 ◆なごや集約連携型まちづくりプラン 

◆名古屋駅周辺地区都市再生安全確保計画 ◆第3期教育振興基本計画 ◆総合排水計画

指    標 
直 近 の  
現 状 値  

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

家庭内において災害に対する備えを

している市 の割合
59.1％ 100％ 100％ 

地区防災カルテを活用した防災活動

に取り組んでいる学区の割合
13.9％ 100％ 100％ 

 間住宅の耐震改修助成件数（累計） 4,791   6,641   6,641  以上

施策１７ 
防災・減災対策を進めるとともに、地域防災力の向上を
支援します 

 地域防災力の向上 

家庭及び地域における防災対策の啓発や、中小企業の事業継続計画の策定支援、

学校における防災教育を実施するとともに、地域特性に応じたきめ細かな防災活

動への支援などを推進することで、地域防災力を高めます。 

また、 間ブロック塀の撤去等に対する支援や、木造住宅が密集している地域

における避難路の確保、延焼の拡大防止に向けた取り組みを進めるとともに、 

間建築物の耐震化に対する支援などの減災対策を実施します。 

 災害対応体制の強化 

大規模災害時に継続して業務を実施できるよう、職員の災害対応体制の強化や、

防災拠点及び災害拠点病院としての市立病院・市立大学病院の機能強化などに取

り組むとともに、同時多発的に発生する火災などへの対応のため、消防隊や消防

団の機能強化などに取り組み、災害対応力を高めます。また、帰宅困難者を一時

的に受け入れる退避施設の確保や、帰宅困難者用物資の備蓄など、企業と連携し

た帰宅困難者対策を推進します。 

 避難対策・避難生活支援の推進

市 に適切な避難 動を促すための情報収集・伝達手段の充実などをはかると

ともに、指定避難所においては、必要となる物資の備蓄や災害用トイレの充実な

どを進め、良好な生活環境の確保をめざします。 

成果指標 

施策の柱 

-38-



現状と課題 

（現状）家庭内の家具転倒防止対策や食糧

の備蓄、自主防災組織単位での訓練など

の防災対策の実施率が伸び悩んでおり、

家庭や地域における防災の取り組みの停

滞が懸念されています。 

   平成 30（2018）年 6 月の大阪府北部の

地震においては、ブロック塀の崩落によ

り 2 名の死者が発生しています。また、

木造住宅が密集している地域において、

災害発生時に被害の拡大が懸念されてい 

◇ 自主防災組織図上訓練の様子

（現状）大規模災害発生時には、市役所、

区役所・支所及び土木事務所などの防災

拠点が早急かつ円滑に対応していくこと

が求められます。また、同時多発的な火

災の発生や建物の倒壊などにより、消火

や救助要請の急増が予想されます。 

   名古屋駅周辺ではリニア開業を控え大

規模開発が進んでおり、発生が想定され

る帰宅困難者数は、現在約 8.5 万人と推

計されています。 

◇ 帰宅困難者を想定した防災訓練の様子

（現状）気象庁は、南海トラフ沿いに異常な現象が観測された場合に「南海トラフ地震に関

連する情報」を発表することとしています。また、近年の各地の災害において、指定避難

所における環境面や運営面での問題が浮き彫りとなっています。 

【課題】情報収集・伝達手段の充実をはかるとともに、指定避難所における避難者の避難生

活の質の向上をはかる必要があります。 

ます。平成 27（2015）年度時点の 間住宅の耐震化率は約 89%ですが、令和 2（2020）

年度までに 95％まで引き上げる目標を掲げています。 

【課題】家庭における防災対策を促進することで自助力を高めるとともに、地域特性に応じ

た共助の取り組みを促進し、地域防災力を向上させることが必要です。 

  また、法令の基準に合わないブロック塀の対策や、木造住宅が密集している地域の減災

対策を進めるとともに、引き続き 間住宅等の耐震化を支援することが必要です。 

【課題】大規模災害発生時に初動期からの継続した災害対応を実施し、被害を軽減させるた

め、防災拠点の機能強化や職員の災害対応体制の強化、消防力の充実強化などを平時から

はかる必要があります。また、帰宅困難者対策など、市 や企業と連携した防災・減災対

策を継続して推進する必要があります。 
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都市像３ 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち

 地域防災力の向上 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

210 

学校における

防災教育 

児童生徒の防災に対する意識を高

めるため、なごやっ子防災ノートを

活用した家庭とも連携した防災教

育や、より実践的な防災訓練を実施

するとともに、防災教育の充実をは

かるための教職員向けの講習会を

実施 

なごやっ子防災ノー

トを活用した防災教

育の実施 

なごやっ子防災ノー

トを通した家庭への

防災意識の啓発 

実践的な防災訓練の

実施 

防災教育講習会の実施

なごやっ子防災ノー

トを活用した防災教

育の実施 

なごやっ子防災ノー

トを通した家庭への

防災意識の啓発 

実践的な防災訓練の

実施 

防災教育講習会の実施

防災用ヘルメットの

配備 

小学校・特別支援

学校小学部 

教育 

委員会 

 避難対策・避難生活支援の推進

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

233 

市有施設にお

けるブロック

塀等の撤去等 

地震発生時に塀が倒壊し、倒れた塀

の下敷きとなる被害の発生や、道路

が塞がることによる避難・救助・消

火活動の遅れの発生を防ぐため、建

築基準不適合及び老朽化したブロ

ック塀等の撤去等を実施 

調査・撤去等 撤去等 子ども 

 少年局

教育 

委員会 

はじめ 

関係局 

236 

学校における

避難所機能の

強化 

大規模災害発生時に指定避難所と

なる市立小・中学校において、避難

者が安心してトイレを利用するこ

とができるよう、体育館周りや屋外

トイレについて洋式化を中心とし

た改修を進めるとともに、大規模地

震発生時に給排水機能を確保する

ため、学校敷地内の埋設給排水管の

耐震性を強化 

屋外及び体育館回り

に洋式トイレがある

割合 

小学校 40.1％ 

中学校 37.4％ 

埋設給排水管の改修 

屋外及び体育館回り

に洋式トイレがある

割合 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

埋設給排水管の改修

教育 

委員会 

施策を推進する事業 
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都市像３ 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち

関連する個別計画

◆第10次交通安全計画 ◆空家等対策計画 ◆第3期教育振興基本計画 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

主要罪種※の認知件数 
9,262 件 

（平成 30 年）

7,841 件 

（令和 5 年）

5,823 件 

（令和 12 年）

年間交通事故死者数 
55 人 

（平成 30 年）

31 人 

（令和 5 年） 

24 人 

（令和 12 年）

犯罪被害者等総合支援窓口の認知度 5.4％ 17％ 33％ 

特定空家等（周辺に危険や悪影響を

及ぼす空家等）の件数 
117 件 81 件 71 件 

施策１９ 
犯罪や交通事故のない、安心・安全な地域づくりを 
進めます 

 犯罪のない地域づくり 

 活安全市 運動や防犯市 講座などを通じた防犯情報などの提供により、市

 の防犯意識の 揚をはかります。また、防犯カメラの設置、防犯灯のLED化に

よる街頭犯罪などを抑止するための環境整備をはじめとする地域防犯活動への支

援や、子どもの見守り活動などを通じ、地域の防犯力を向上します。 

 交通事故のない地域づくり 

年代にあわせた交通安全教室・教育の実施や、交通安全市 運動などの時期に

あわせたキャンペーンの実施、高齢者の運転免許自主返納の促進などに取り組む

とともに、「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づく自転車安

全適正利用を促進するほか、交通事故危険か所の重点的な交通安全対策を進める

など、ソフト・ハードの両面から取り組みを進めます。 

 犯罪被害者等への支援

犯罪被害者等への支援拠点である総合支援窓口の周知を進めるとともに、犯罪

被害等により生じた不安や問題の相談に応じるほか、二次的被害の防止に向けた

広報・啓発を行うなど、「犯罪被害者等支援条例」に基づく犯罪被害者等に対す

る支援を進めます。 

 安心・安全な生活環境の確保

客引き行為等の禁止区域の指定及び指導等、空き家の適切な管理等についての

情報提供や支援、いわゆるごみ屋敷問題の解決に向けた支援等を進めることによ

り、市 の安 ・安全な生活環境の確保をはかります。 

成果指標 

施策の柱 
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現状と課題 

（現状）市内における刑法犯認知件数は、平成 30（2018）年は平成 15（2003）年の約

24.2％（22,514 件）まで減少しましたが、特に空き巣をはじめとする住宅対象侵入盗は、

依然として指定都市ワースト 1 位が続いています。 

【課題】市   ひとりが防犯の意識を く持ち、犯罪の被害にあわないよう注意・ 動す

るとともに、地域ぐるみで犯罪を抑止する環境づくりが必要です。 

◇ 空き家数・率の推移

出典：愛知県警察本部資料より名古屋市作成 

【課題】客引き行為等の対策や空き家の適

切な管理等、ごみ屋敷問題への対応を進

めるなど、市 の安 ・安全な生活環境

を確保することが必要です。 

◇ 年間交通事故死者数の推移

（現状）刑法犯認知件数及び人身事故件数は減少傾向にありますが、さまざまな犯罪等に巻

き込まれる犯罪被害者等が存在しており、直接的な被害だけでなく、周囲の無理解により

二次的被害を受けることがあります。

【課題】市 や事業者の犯罪被害への理解を深めることで 次的被害の防 を推進し、犯罪

被害者等が必要な支援を受けられるようにすることが必要です。 

（現状）市内の繁華街における客引き行為等により、通行の支障となり安心して歩きにくく

なるなどの問題が生じています。 

市内における空き家の 数は、少 化・ 齢化の進 、建築物の 朽化や社会的ニーズ

の変化などに伴い、今後も増加していく 

  ことが見込まれています。 

住居やその敷地内などに物品等をため 

込み、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす 

いわゆるごみ屋敷が問題となっています。 

（現状）市内における交通事故死者数は、

平成 30（2018）年は 55 人（前年比 16 人

増）となっています。中でも、高齢者は

交通事故の被害者に占める割合が高く、

今後の高齢化の進行に伴い、加害者に占

める割合も高くなることが予測されます。

【課題】交通事故発生の原因や実態に即し

た効果的な対策を行うことにより事故を 

防止するとともに、これまで以上に、高齢者が交通事故の被害者及び加害者とならないよ

うな対策に力を入れていくことが求められています。 

出典：総務省「住宅・土地統計調査」 

※主要罪種：体感治安に影響を与えやすい罪種のうち本市が指定する罪種。強盗、恐喝、侵入盗、自動車
盗、オートバイ盗、自転車盗、部品ねらい、車上ねらい、ひったくり及び自動販売機ねらいをさす。 
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都市像３ 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち

 犯罪のない地域づくり 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

249 

登下校時にお

ける子どもの

安全対策の推

進 

登下校時の子どもたちの安全を確

保するため、スクールガードリーダ

ーによる巡回指導や、子ども安全ボ

ランティアによる見守り活動等を

実施するとともに、子どもたちを守

るための情報の共有化をはかるた

め、不審者情報等の緊急情報の配信

を実施 

巡回指導の実施 

見守り活動の実施 

子ども安全ボラン

ティア登録者  

86,419 人 

緊急情報メール配信

システムの運用 

巡回指導の実施 

見守り活動の実施 

子ども安全ボラン

ティア登録者  

87,000 人 

緊急情報メール配信

システムの運用 

教育 

委員会 

 交通事故のない地域づくり 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

253 

幼児児童生徒

への交通安全

教育 

市立全校（園）において交通安全教

育を実施するとともに、小・中学校

における通学路の安全対策を実施 

実施 

交通安全教育 

  全校（園） 

体験型交通安全訓練

  全小学校 

通学路安全点検 

  全小・中学校 

実施 

交通安全教育 

  全校（園） 

体験型交通安全訓練

  全小学校 

通学路安全点検 

  全小・中学校 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

関連する個別計画

◆第2次多文化共生推進プラン ◆第3期教育振興基本計画 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値  
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値  
令和 12（2030）

年 度  

地域で国籍の異なる人と交流がある

市 の割合
33.7％ 40％ 40％ 

外国人留学生数※ 7,701 人 9,700 人 12,500 人 

施策３４ 国際的に開かれたまちづくりを進めます 

 国際交流の推進 

姉妹友好都市や各分野において提携する都市をはじめ、第20回アジア競技大会

などを契機として諸外国との交流を推進するとともに、学生の留学・派遣を促進

し、市 の国際感覚の醸成をはかります。 

 多文化共生の推進 

外国 市 ※への情報提供サービスの充実や、日本語学習機会の拡充、災害時の

支援体制の確保とともに、 本 市 と外国 市 の交流と相互理解を促進し、

日本人・外国 を問わずすべての市 が安 ・安全に暮らすことができる多 化

共生のまちづくりを推進します。また、外国人児童生徒に対し、日本語教育・相

談の充実や円滑な就学の促進などをはかるとともに、日本の学校に早期に適応で

きるよう支援を行います。さらに、外国語や外国の文化にふれる機会を拡充する

など、互いの文化や考え方を尊重する気持ちを育成します。 

 国際貢献の推進

外国人留学生の生活基盤整備や交流支援などを行い、誘致につなげます。また、

JICA（国際協力機構）を通じた研修員の受け入れや技術指導・助言を行う職員の

海外派遣などにより、国際貢献を推進します。

成果指標 

施策の柱 

※外国 市 ：名古屋市内に住所を有する外国籍の人のほか、日本国籍を取得した人や国際結婚によ
って生まれた子どもなど、外国の文化を背景に持つ人や、外国にルーツを持つ人。 
外国人留学生数：市内の高等教育機関（大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門
課程）・日本国内の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設）及び日本語教育機関
に通う外国人留学生数をさす。出典は日本学生支援機構による。 
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49.4 

49.2 

42.9 

42.5 

41.9 

41.2 

36.9 

0 10 20 30 40 50 60

外国人の就職、

就業環境改善を支援する

外国人に対する差別偏見をなくす

日本語を学ぶ機会を増やす

外国人のための相談サービスを

充実させる

外国人と日本人が交流する

機会を増やす

外国語での行政・生活情報の

提供を充実させる

日本の生活のルールや習慣、

文化を学ぶ機会を増やす

（％）

 （現状）平成 29（2017）年 10 月に新たに

フランスのランス市と姉妹都市提携を結

び、本市は現在、6 都市からの使節団の

受け入れや、ロサンゼルス交歓高校生の

派遣・受け入れ、姉妹友好都市提携周年

記念事業などを実施しています。 

【課題】各姉妹友好都市の観光や経済を PR

する機会を設けるほか、名古屋への来訪

を促す取り組みなどを通じ、市 との交

流の場を増やすことが必要です。

（現状）外国人留学生向け宿舎の提供など

生活面における支援をはじめ、開発途上

国からの研修員受け入れや職員の海外派

遣を通じた技術協力など、国際的な貢献

活動を行っています。 

【課題】留学生同士の交流を促進するとと

もに、日本で就職を希望する留学生の支

援を行うほか、開発途上国の水問題解決

に向けて技術協力を実施するなど、引き

続き国際貢献を推進していくことが必要

です。 

◇ JICA を通じた国際協力活動

 （現状）名古屋大都市圏の中枢都市とし

て、企業や大学などの高等教育機関が多

く集積する本市には多くの外国 市 が

暮らしており、近年大幅に増加していま

す。今後は外国人労働者の受け入れ拡大

に向けた法改正に伴い、外国 市 はさ

らなる増加が見込まれます。 

【課題】すべての市 が互いの文化的差異を

認め合い、安心・安全な生活を送ることが

できるよう、多文化共生意識の向上や、外

国人市 の生活基盤の安定をはかることが

重要です。 

◇ 外国 市 が暮らしやすい社会にするために
必要なこと（上位 7 項目） 

◇ ランス姉妹都市提携調印式

現状と課題 

出典：外国人市 アンケート（平成 27 年） 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

 多文化共生の推進 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

400 

日本語指導が

必要な児童生

徒の支援 

日本語指導が必要な児童生徒の早

期の学校生活への適応をはかるた

め、小・中学校に日本語指導講師や

 語学習協 員を、定時制 校に 

語指導補助員を配置するとともに、

日本語教育相談センターや初期日

本語集中教室・日本語通級指導教室

を運営 

日本語指導講師の配置

小学校 29 名 

中学校 2 名 

 語学習協 員の配置

小学校 30 名 

中学校 8 名 

日本語教育相談セン

ターの運営 

初期日本語集中教室

の運営 

日本語通級指導教室

の運営 

日本語指導講師の配置

 語学習協 員の配

置拡充 

 語指導補助員の配

置拡充 

日本語教育相談セン

ターの運営 

初期日本語集中教室

の運営 

日本語通級指導教室

の運営 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 

-46-



都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

関連する個別計画

◆名古屋魅力向上・発信戦略 ◆観光戦略 ◆歴史まちづくり戦略 ◆歴史的風致維持向上計画 

◆特別史跡名古屋城跡保存活用計画 ◆第3期教育振興基本計画 ◆歴史文化基本構想 

◆文化振興計画 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値  
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値  
令和 12（2030）

年 度  

満足した名古屋の観光資源として、

歴史的な施設と答えた観光客※の割合

69.6％ 

（平成 29 年）

80％ 

（令和 5 年）

86％ 

（令和 12 年）

市の文化施設の利用率 92.1％ 90％以上 90％以上 

名古屋独自の魅力や文化で自信を持っ

て紹介できるものがある市 の割合
59.8％ 78％ 82％ 

施策３７ 
歴史・文化芸術に根ざした魅力向上をはかるとともに、
市 による魅 発信を促進します

 名古屋城など歴史的資産を活用した名古屋独自の魅力づくり 

本市の魅力資源の象徴である名古屋城については、天守閣木造復元などの整備

を進め、特別史跡としての価値の継承と魅力向上をはかります。また、武家文化

や文化のみち、日本遺産に認定された有松をはじめとした市内の歴史的建造物や

町並み、文化財、人々の伝統的な営みの保存・活用などにより、名古屋の歴史・

文化を身近に感じられるまちづくりを進めます。 

 文化芸術を活
い

かしたまちづくりの推進 

市   ひとりが気軽に文化芸術にふれ、創造性を高めることができるよう、

未来を担う若手の育成や、市 会館をはじめとする文化施設の改修・整備など、

将来を見据えた文化への投資を行い、文化芸術を活
い

かしたまちづくりを進めます。

 市 による魅 発信の促進

名古屋の魅力資源に関する情報を市 へ発信し、市 のまちに対する誇りや愛

着（シビックプライド）を醸成・高揚させることで、市 による 発的な市内外

への発信を促します。 

成果指標 

施策の柱 

※観光客：本指標における観光客は、名古屋城または熱田神宮を訪れた人を対象としている。
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（%）

（現状） い歴史を積み重ねながら発展し

てきた名古屋のまちには、古くから伝わ

る貴重な歴史資源が数多く残されています。

【課題】文化財をはじめ市内に残されてい

る多くの歴史的資源を活用し、名古屋独

自の魅力として市 や観光客へ発信し、

誘客へつなげていく必要があります。

 （現状）文化や芸術にふれることについて

 切だと思う市 の割合は 9 割近くに達

しています。しかしながら、文化の創造

発信の拠点であり市 の 化活動の場で

もある文化施設は、昭和 47（1972）年に

開館した市 会館をはじめとして、多く

が老朽化しています。 

【課題】今後も身近で文化芸術にふれる機

会を市 へ提供するとともに、 化施設

を地域の発展を支える交流の場とするこ

とで、まちづくりの核としての役割を果

たせるようにしていくことが必要です。

◇ 文化や芸術にふれることを大切だと思う
市 の割合

◇ 指定・登録文化財件数

現状と課題 

出典：市政アンケート（平成 27 年度） 

（現状）平成 28（2016）年度の調査に続

き、平成 30（2018）年度の「都市ブラン

ド・イメージ調査」においても、名古屋

は全国 8 都市で最も魅力に欠けるまちで、

都市イメージが確立されていないという

結果が示されました。 

【課題】名古屋の魅力を磨き上げ、都市と

してのブランド力を めることで、市 

一人ひとりが名古屋独自の魅力に愛着や

誇りを持てるようにすることが必要です。

◇ 「最も魅力的に感じる都市」「最も魅力に
欠ける都市」に選ばれた割合 

出典：名古屋市「都市ブランド・イメージ調査」

（平成 30 年度） 

出典：名古屋市作成 

区分 国指定 県指定 市指定 合計 

有形文化財 135 105 62 302 

無形文化財 0 0 2 2 

民俗文化財 0 2 51 53 

記念物 8 0 9 17 

重要伝統的建造物群

保存地区 
1 － － 1 

合計 144 107 124 375 

国登録文化財 109 － － 109 

平成 31 年 4 月 1 日現在 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

 名古屋城など歴史的資産を活用した名古屋独自の魅力づくり 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

431 

博物館、秀吉清

正記念館の運

営 

歴史・文化に対する興味・関心を深

め、市 に名古屋独 の魅 を伝え

る機会を提供するため、博物館及び

秀吉清正記念館において、常設展・

特別展等を実施 

常設展・特別展等の

開催 31 回 

教育普及事業の実施 

 16 回 

資料の調査・収集等 

猿猴
えんこう

庵
あん

※の本 

  1 冊刊行 

常設展・特別展等の

開催 

教育普及事業の実施 

資料の調査・収集等 

猿猴
えんこう

庵
あん

の本 

  年 1 冊刊行 

教育 

委員会 

432 

博物館の魅力

向上 

博物館が市 のニーズに応えこれ

からも魅力的な施設であり続ける

ための基本構想を策定し、構想に基

づき博物館の整備を推進するとと

もに、秀吉清正記念館の展示内容の

充実等について検討を実施 

検討 整備推進 

教育 

委員会 

433 

秀吉研究の推進

名古屋出身の武将豊臣秀吉の学術

研究を促進するとともに、市 の郷

土愛の定着に資するため、博物館と

秀吉清正記念館において、豊臣秀吉

文書集を刊行 

刊行 

 第 1 第 5（累計）

刊行 

 全 9 巻 
教育 

委員会 

434 

蓬
ほう

左
さ

文庫の運営

尾張徳川家の伝来品により、近世武

家文化※の魅力を世界に向けて発信

するため、徳川美術館と連携した展

示や、研究者との連携による蔵書の

調査・研究、学術情報の発信を実施

するとともに、徳川園や建中寺など

の近隣施設と連携し地域魅力の発

信を推進 

徳川美術館との連携

による展示会の開催 

 9 回 

名古屋叢書
そうしょ

※第 4 編

1 の出版 

講演会等の実施 

 3 回 

徳川美術館との連携

による展示会の開催 

名古屋叢書
そうしょ

第 4 編 

2 3 の出版 

講演会等の実施 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 

※猿猴庵：高力猿猴庵(こうりきえんこうあん)（1756 1831 年）。本名は種信（たねのぶ）といい、
知行 300 石の中級クラスの尾張藩士で、名古屋城下の風俗や事件を取材した記録絵本を多数残した
文筆家兼画家。 
近世武家文化：近世は江 時代を示す時代区分で、武家文化は、公家文化・町人文化に対する用語。
蓬左文庫においては、尾張徳川家で育まれた武家の文化（作法・学問・武芸・教養など）を対象と
している。 
名古屋叢書：江 時代の名古屋・尾張藩を知るための歴史資料を活字化して出版した資料集。戦前
から計画が進み、名古屋市制 70 周年事業として出版を開始。 左文庫が昭和 34（1959）年から平
成 2（1990）年までに 69 冊を刊行、200 を超える書物を活字化したもので、名古屋研究の共通基礎
資料となっている。
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施策 37 歴史・文化芸術に根ざした魅力向上をはかるとともに、市民による魅力発信を促進します

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

435 

歴史の里しだ

み古墳群の運

営 

古墳時代の営みなどの歴史学習と

自然体験を通じて、子どもから大人

まで楽しみながら歴史を学ぶこと

のできるよう、守山区上志段味
し だ み

地区

に残る古墳群を活用した「歴史の里

しだみ古墳群」を運営 

「歴史の里しだみ古

墳群」の工事完了 

開業（令和元年度） 

体験プログラム・講

演会・古墳ガイドツ

アー等の実施 

埋蔵文化財発掘調査 

国指定史跡志段味
し だ み

古

墳群の追加指定に向

けた整備検討 

教育 

委員会 

436 

山車行事継承

の支援 

山車を使った祭を後世に継承する

ため、山車の保存・修理等や後継者

育成事業に対する補助等による支

援の実施 

山車の保存・修理等

に対する補助の実施 

 16 件 

後継者育成事業に対

する補助の実施 

 2 件 

山車修繕等に対する

指導 

指定文化財山車調査

の実施 

山車の保存・修理等

に対する補助の実施 

後継者育成事業に対

する補助の実施 

山車修繕等に対する

指導 

指定文化財山車調査

の実施 

教育 

委員会 

437 

文化財活用事業

文化財の活用により本市の魅力向

上をはかるため、名古屋城や熱田神

宮、志段味
し だ み

古墳群などの名古屋を代

表する文化財のさらなる活用を進

めるとともに、旧町名や地割跡、神

社仏閣の由来など身近なまちの文

化財の価値を明らかにしていくな

どの取り組みを推進 

文化財活用講座・イ

ベントの実施 

地域文化財の情報発信

埋蔵文化財の活用 

文化財活用講座・イ

ベントの実施 

地域文化財の情報発信

埋蔵文化財の活用 

市内の文化財の保存

及び活用に関する総

合的な計画の策定 

教育 

委員会 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

438 

文化財保護事業

名古屋に残る歴史的資産を後世に

継承していくため、文化財の指定や

文化財保存修理事業等への補助金

交付、埋蔵文化財の発掘調査等を実

施 

文化財の指定に関す

る文化財調査委員会

での調査 

保存修理事業等への

補助 19 件 

埋蔵文化財の発掘調査

 4 件 

文化財の指定に関す

る文化財調査委員会

での調査 

保存修理事業等への

補助 

埋蔵文化財の発掘調査

教育 

委員会 

 文化芸術を活
い

かしたまちづくりの推進 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

444 

美術館の運営 

市 が質の い美術 化に接する

ことのできる機会を提供し、美術文

化の継承発展をはかるため、優れた

美術品を市 の財産として収集し、

適切に保存・公開するとともに、国

内外の優れた美術品を紹介する展

覧会や教育普及事業等を実施 

常設展・特別展等の

開催 11 回 

教育普及事業 

 234 件 

資料の調査・収集・

修復等 

常設展・特別展等の

開催 

教育普及事業 

 200 件 

資料の調査・収集・

修復等 

教育 

委員会 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

関連する個別計画

◆名古屋魅力向上・発信戦略 ◆観光戦略 ◆東山動植物園再生プラン新基本計画 

◆第3期教育振興基本計画 ◆市営交通事業経営計画2023 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値  
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値  
令和 12（2030）

年 度  

観光総消費額 
3,656 億円 

（平成 29 年）

6,000 億円 

（令和 5 年）

1 兆円 

（令和 12 年）

観光客の満足度 
78.2％ 

（平成 29 年）

90％ 

（令和 5 年）

90％以上 

（令和 12 年）

外国人宿泊者数 
165 万人 

（平成 29 年）

370 万人 

（令和 5 年） 

520 万人 

（令和 12 年）

国際会議の年間開催件数 
183 件 

（平成 29 年）

248 件 

（令和 4 年）

305 件 

（令和 11 年）

施策３８ 
観光の振興・MICE の推進と情報発信により交流を 
促進します 

 名古屋が誇る魅力資源の磨き上げと観光情報の発信 

市内各地に豊富に存在する武将ゆかりの歴史・文化芸術や、なごやめし・ポッ

プカルチャーをはじめとした名古屋の特色や魅力を向上させるとともに、積極的

な情報発信につとめます。また、周辺の観光地や旅 会社など 間事業者とも連

携し観光プロモーションを行うことで、多くの観光客が訪れる活気あふれる都市

をめざします。 

 受入環境の整備と海外からの誘客促進 

国内外からの来訪者が楽しく快適に過ごせるよう、 間事業者と連携した観光

情報の提供や観光案内の機能強化、情報の多言語化、観光施設等のトイレの洋式

化など、受入環境の整備に取り組むとともに、海外からの観光客誘致に向けたプ

ロモーションを実施します。 

 MICEの推進による多様な交流の促進

ものづくり産業の集積をはじめとする当地域の特色を活
い

かし、プロモーション

の強化や支援制度の充実などによる全国的・国際的なMICE※の誘致や、その基幹

インフラとなる国際展示場・国際会議場の整備・運営に取り組むことにより、国

内外の交流を促進します。 

成果指標 

施策の柱 

※MICE（マイス）：企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅
行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本
市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの
総称。 

マ イ ス
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◇ 国際会議の開催件数の推移（他都市比較）

 （現状）近年、本市を訪れる観光客数はゆ

るやかな増加傾向にありますが、観光総

消費額は伸び悩んでいます。 

【課題】交流人口の拡大や地域経済の活性

化をはかるためには、幅広い経済波及効

果をもたらす観光を重要な産業の一つと

捉え、観光コンテンツの創造・発掘・磨

き上げを進めるとともに、本市ならでは

の魅力や強みをターゲットごとにわかり

やすく伝える戦略的な PR に取り組む必要

があります。

◇ 観光総消費額の推移

現状と課題 

※平成 29 年調査より、調査対象期間を年度から暦年に変更 

出典：名古屋市「観光客・宿泊客動向調査」 

（現状）本市を訪れる外国人は増加傾向に

あり、平成 29（2017）年の外国人延べ宿

泊者数は約 165 万人となっています。愛

知県内の競技場で一部の試合が行われる

令和元（2019）年のラグビーワールドカ

ップ 2019 をはじめ、令和 2（2020）年の

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

競技大会などを契機として、本市におい

てもインバウンドのさらなる増加が期待

されます。 

【課題】インバウンドの促進に向けた取り組みのほか、国内外からの観光客のさらなる増加

に向け、多様なニーズに対応したきめ細かいおもてなしを行うことが必要です。 

◇ 訪日外国人宿泊者数の推移

※平成 29 年調査より、調査対象期間を年度から暦年に変更 
出典：名古屋市「観光客・宿泊客動向調査」 

 （現状）MICE は企業活動や研究・学会活動

による交流や経済活動など高い付加価値

を有していることから、近年その重要性

が認知され、MICE 誘致のための都市間競

争が激しくなっています。 

【課題】産業や研究機関の集積という当地

域の強みを活
い

かし、他都市との差別化を

はかり、MICE 誘致の推進や開催支援の充

実、国際展示場・国際会議場の整備拡充

などを進め、MICE 開催地として選ばれる

都市となるよう取り組んでいく必要があ

ります。
出典：JNTO「国際会議統計」 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

 名古屋が誇る魅力資源の磨き上げと観光情報の発信 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

449 

科学館の運営 

世界最大級のプラネタリウムドー

ムや迫力ある大型展示等を備えた

科学館について、学習施設であると

同時にエンターテインメント性豊

かな全国レベルの観光拠点として、

魅力ある特別展の実施などにより

近代科学に関する知識の普及啓発

を実施 

常設展・特別展等の

開催 4 回 

ノーベル賞受賞者顕

彰施設の整備 

設計 

B6 型蒸気機関車車

両保管 

常設展・特別展等の

開催 

ノーベル賞受賞者顕

彰 施 設 の 供 用 開 始

（令和 2 年度） 

B6 型蒸気機関車動

態展示

教育 

委員会 

450 

芸術と科学の

杜
もり

事業 

白川公園一帯において芸術と科学

による新たな文化の創造により、き

らめきを発信するまちの形成を推

進するため、美術館・科学館、地元

町内会・商店街、周辺の施設・専門

学校などが連携し、イベント等を実

施 

サイエンス＆アート

フェスティバルの実

施 

地元商店街等との連

携イベントの実施 

サイエンス＆アート

フェスティバルの実

施 

地元商店街等との連

携イベントの実施 

教育 

委員会 

 受入環境の整備と海外からの誘客促進 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

455 

トイレの洋式

化及び機能向

上 

観光客をはじめ誰もが快適に利用

できるトイレを整備するため、観光

施設、地下鉄駅等のトイレを洋式化

及び機能向上させるための改修を

実施 

実施 

対象トイレの洋式

化率 60％ 

実施 観光文化

交流局 

教育 

委員会 

交通局 

施策を推進する事業 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

関連する個別計画

◆名古屋魅力向上・発信戦略 ◆観光戦略 ◆第2期スポーツ推進計画 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

第 20 回アジア競技大会（愛知・名古

屋開催）の市 認知度
31.8％ 55％ 100％ 

年 1 回以上プロスポーツ等を直接観

戦する市 の割合
31.1％ 35％ 40％ 

施策３９ スポーツを活
い

かしてまちの魅力と活力を高めます 

 第20回アジア競技大会をはじめとした大規模競技大会等の推進 

令和8（2026）年の愛知・名古屋における第20回アジア競技大会の開催に向け

た機運の醸成や、大会後の活用を見据えた競技施設・選手村の整備を進めるとと

もに、アジア競技大会の開催などを通じて、スポーツの振興だけでなく、交流人

口の拡大や国際交流の促進、共生社会の実現、国際競争力の強化などの幅広い施

策の推進をはかります。 

また、国内外の大規模競技大会やスポーツイベントの誘致・開催により名古屋

を盛り上げ、まちの活力向上をはかります。 

 スポーツを活
い

かした魅力の創出・発信 

名古屋を拠点とするトップ・スポーツチームとの連携による「でらスポ名古屋※」

や、大規模競技大会・スポーツイベントなどを活用したスポーツプロモーション

により、「する」「みる」「ささえる」といった幅広い分野でスポーツを新たな

名古屋のブランドとして確立していくとともに、スポーツツーリズム※の促進な

どにより訪問客の増加をはかります。 

成果指標 

施策の柱 

※でらスポ名古屋：市 のスポーツ振興のほか、都市魅 の向上や地域の活性化をはかる活動をするた
め、名古屋を拠点に活動している 13 のトップ・スポーツチームと名古屋市で設立した連絡協議会。 
スポーツツーリズム：スポーツを「みる」「する」ための旅行そのものや周辺地域観光に加え、スポ
ーツを「ささえる」人々との交流など、複合的で豊かな旅行スタイルの創造をめざすもの。 
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現状と課題 

（現状）令和 8（2026）年に第 20 回アジア競技大会が愛知・名古屋で開催され、選手や大

会関係者だけでなく国内外から多くの観客が訪れることが見込まれます。 

   また、全国的に、多数の観衆が見込める大規模な競技大会やスポーツ合宿、キャンプな

どの誘致や、多数の参加者が見込めるスポーツイベントの開催などを通じた地域活性化の

機運が高まっています。 

【課題】アジア競技大会の開催に向けて着実に準備を進めるとともに、機運の醸成をはかっ

ていく必要があります。あわせて、アジア競技大会を一過性のスポーツイベントに終わら

せるのではなく、交流人口の拡大や国際交流の促進、共生社会の実現、国際競争力の強化

などさまざまな分野の発展につなげていく必要があります。 

   また、国内外の大規模競技大会やスポーツイベントなどの誘致・開催を通じた地域の活

性化を推進していく必要があります。 

◇ 第 18 回アジア競技大会（ジャカルタ）の開会式

（現状）本市には野球やサッカー、バスケットボールといったプロリーグのほか、フットサ

ルやハンドボールなど数多くの国内トップチームが本拠地を置いています。また、名古屋

ウィメンズマラソンは、世界最大の女子マラソンとしてギネス世界記録に認定されています。

【課題】本市の有する充実したスポーツコンテンツを都市のブランドとして最大限に活用

し、スポーツを目的とした訪問客の増加に向けた取り組みなどを進めていく必要があります。

出典：名古屋市作成

◇ 「みる」スポーツコンテンツ

1. 市内に本拠地を置くトップチーム（平成31年4月時点）

 プロリーグホームゲーム（野球・サッカー・バスケットボール）

 マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知

NGUラブリッジ名古屋  大相撲名古屋場所

名古屋グランパス

トヨタ自動車アンテロープス

豊通ファイティングイーグルス名古屋

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

三菱電機コアラーズ 都市 野球 サッカー バスケットボール マラソン 大相撲

バレーボール 大同特殊鋼レッドスター 名古屋 ○ ○ ○ ○ ○

ハンドボール HC名古屋 札幌 ○ ○ ○ ○

大同特殊鋼フェニックス 東京（23区） ○ ○ ○ ○

フットサル 名古屋オーシャンズ 横浜 ○ ○ ○

ホッケー 表示灯フラーテルホッケーチーム 京都 ○ ○

野球 中日ドラゴンズ 大阪 ○ ○ ○ ○ ○

神 ○

福岡 ○ ○ ○ ○ ○

 ※ マラソン大会は五輪代表選考レースとされているものに限る。

バスケット

ボール  水泳選手権大会

3. 他都市比較（大規模競技大会等の開催状況（平成30年度））

2. 主な大規模競技大会等

定期開催

 フィギュアスケート・グランプリファイナル

 バレーボール代表公式戦

アメリカン

フットボール
名古屋サイクロンズ

不定期開催

サッカー

※
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

 第20回アジア競技大会をはじめとした大規模競技大会等の推進 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

466 

国際競技大会

等の誘致・開催

スポーツを通じて国内外に名古屋

の都市魅力を発信していくととも

に、世界レベルのアスリートと市 

との交流をはかりスポーツに親し

み・楽しむ機会を提供するため、関

係団体と連携協働し、世界規模のマ

ラソンフェスティバルを開催する

とともに、国際競技大会等の誘致を

推進 

マラソンフェスティ

バル ナゴヤ・愛知

の開催 

国際競技大会等の誘致

第 1 回アジアマス

ターズ水泳選手権

大会の開催 

2018 女子世界選

手権（女子バレー

ボール）の開催 

マラソンフェスティ

バル ナゴヤ・愛知

の開催 

国際競技大会等の誘致

ラグビーワールド

カップ 2019 公認

チームキャンプの

受け入れ 

（令和元年度） 

第 76 回国 体育

大会冬季大会（シ

ョートトラック・

フィギュア）の開

催（令和元年度） 

東京 2020 オリンピ

ック聖火リレーの開

催（令和 2 年度） 

教育 

委員会 

467 

瑞穂公園の整備

各種のスポーツ施設を備えた総合

運動公園である瑞穂公園が、アジア

競技大会のレガシーとして本市の

スポーツ振興の拠点となるよう、体

育館や陸上競技場をはじめとした

施設整備を進めるとともに、市 の

憩いの場や地域の防災拠点として

の機能を視野に入れた公園全体の

整備を推進 

瑞穂公園全体計画の

策定に向けた検討 

瑞穂公園体育館の新築

工事着手 

陸上競技場の改築 

改築方法の検討 

瑞穂公園全体計画の

策定（令和元年度） 

瑞穂公園体育館の新築

供用開始 

（令和 3 年度） 

陸上競技場の改築 

工事中 

教育 

委員会 

468 

総合体育館の

改修 

ワールドクラスのスポーツ競技大

会や各種の大規模イベントが開催

される総合体育館において、選手や

演者、観客などすべての利用者にと

って快適な施設環境を整備するた

めの改修を実施 

観覧席改修工事着手 

諸室内装等改修設計 

観覧席改修工事完了

（令和 2 年度） 

諸室内装等改修工事

完了（令和 2 年度）

教育 

委員会 

施策を推進する事業 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

関連する個別計画

◆産業振興ビジョン2020 ◆第3期教育振興基本計画 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

法人事業所数 101,090 109,500 124,900 

設備投資の実施率 22.5％ 24％ 28％ 

人材育成に取り組んでいる企業の割合 38.4％ 42％ 47％ 

施策４０ 地域の産業を育成・支援します 

 経営基盤安定化・経営力強化の支援 

中小企業・組合などのニーズを把握し、社会経済環境の変化に対応した経営・

技術相談や情報提供、事業承継の支援、融資の支援を行うとともに、設備投資に

対する助成を実施するなど、経営基盤の安定化及び経営力の強化をはかります。 

また、工業研究所を活用して技術課題の解決などを支援するとともに、市の調

達において、公正性・競争性・透明性を踏まえ、地元企業の受注機会を確保します。

 産業人材の育成・確保 

大学の特色を活
い

かした人材育成や、技術者育成のための研修などを実施すると

ともに、産業の未来を担う子どもたちに、ものづくりにふれる機会を提供するな

ど、産業人材の育成を支援します。また、中小企業の人材確保に向けて、状況に

応じた相談を実施するとともに、女性や外国人など多様な人材の活躍を支援します。

 地域商業の活性化 

名古屋大都市圏の中枢都市として魅力ある商業地の形成を支援するとともに、

地域と一体となった身近な商業地の育成支援を行うため、商店街の魅力向上等に

資する事業に対する助成などを行います。

成果指標 

施策の柱 
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良かった（％） 悪かった（％） 総合景況DI

（ポイント）

予想

平成 令和

現状と課題 

（現状）市内事業所数の約 99％を占めている中小企業は、当地域の雇用や経済を支えてお

り、中 企業の多様な挑戦は、地域経済の成 ・発展の原動 となっています。

景気が回復傾向にある一方で、中小企業の経済状況は依然として厳しいものとなってお

り、平成 30（2018）年下期の景況調査では、前年同期と比べた景況実感として「悪かっ

た」が 35.3％と、「良かった」の 12.2％を上回っています。また、資金繰りが「苦しい」

と回答した企業は 26.8％であり、「楽である」の 8.2％を上回っています。 

【課題】社会経済環境の変化に対応しようとする意欲的な中小企業に対し、経営・技術面や

事業承継などへの総合的な支援を行うとともに、厳しい経営環境に直面している中小企業

に対し、金融面における支援など経営基盤の安定・強化を行う必要があります。 

◇ 市内事業所数（従業者数の規模別）

（現状）少子化・高齢化に伴う生産年齢人口の減少や熟練技術者の退職、若者のものづくり

現場離れ等により、産業人材の確保は困難さを増しています。平成 30（2018）年下期の

景況調査では、建設業においては 4 割以上、サービス業においては 2 割以上の企業が、経

営上の問題点として人手不足を挙げています。

【課題】産業人材の育成及び中小企業の人材確保をはかるため、技能職の後継者育成に向け

た支援や、小・中学生の頃から産業に関心を持ってもらうきっかけづくり、多様な人材の

活用促進などが求められています。 

◇ 総合景況 DI※の推移

出典：総務省・経済産業省「経済センサス 

-活動調査結果」より名古屋市推計 

（平成 28 年） 出典：名古屋市「景況調査」（平成 30 年下期） 

（現状）地域の商店街を取り巻く環境は、購買機会の多様化、少子化・高齢化などの要因に

より、厳しい状況が続いています。

【課題】多くの商店街では、後継者難や商店街を支える担い手不足の解消、魅力やにぎわい

の創出などが課題となっており、これらの課題解決に向けた支援が求められています。 

※DI：Diffusion Index の略。業況判断指数（社数構成比）のこと。計算式は以下のとおり。
DI＝（「良い、増加、上昇、改善」と回答した企業の割合） （「悪い、減少、下降、悪化」と回
答した企業の割合） 
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都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

 産業人材の育成・確保 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

482 

キャリア教育

の推進 

子どもの針路を応援し、社会で活躍

できる人材を育成するため、小中学

校では 9 年間を通した系統的なカリ

キュラムを策定し、実施するととも

に、高校では就業体験学習等、大

学・企業等と連携した取り組みを実

施 

小・中学校のキャリ

ア教育のカリキュラ

ム検討 

高校における就業体

験学習等、大学・企

業等と連携した取り

組みの実施 

小・中学校のキャリ

ア教育のカリキュラ

ム策定 

小学校 

（令和元年度） 

中学校 

（令和 2 年度） 

高校における就業体

験学習等、大学・企

業等と連携した取り

組みの実施 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 
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市民サービスの推進

関連する個別計画

◆市 活動促進基本方針 ◆第3期教育振興基本計画 ◆都市計画マスタープラン 

◆なごやか地域福祉2015 ◆区のあり方基本方針 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値  
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値  
令和 12（2030）

年 度  

地域の住 によるまちづくりが活発

に行われていると思う市 の割合
30.3％ 40％ 60％ 

地域活動やボランティア・NPO 活動

に参加している市 の割合
26.0％ 33％ 35％ 

市内に主たる事務所を有する NPO 法

人数
946 団体 1,081 団体 1,270 団体 

施策４４ 地域主体のまちづくりを進めます 

 市 活動の活性化

企業やNPO※、大学などと協働し地域コミュニティの活性化に向けた取り組み

を推進するとともに、コミュニティサポーターの派遣など町内会・自治会や学区

連絡協議会をはじめとした地域団体による自主的な活動への支援や、活動拠点と

してのコミュニティセンターの整備を進めます。また、NPOやボランティア団体

などに対し活動場所や情報の提供をはじめとした運営支援を行うほか、これらの

団体と行政など多様な主体間の連携を推進します。 

 地域のまちづくりへの支援 

地域の魅力や住環境を向上させるまちづくりを進めるため、アドバイザーの派

遣や助成金の交付、情報提供、人材育成などを通じて、地域の多様な主体による

自主的なまちづくり活動を支援します。 

 地域福祉の推進 

地域共生社会の実現に向けて、支え手と受け手に分かれるのではなく、地域住

が役割を持ち支え合いながら、行政機関と連携して、地域においてさまざまな

課題を抱えた世帯を支援できるよう、各分野の相談援助機関が連携し、包括的に

支援する体制の構築を検討します。 

 区における総合行政の推進 

多様化・複雑化する地域課題を解決するため、市 と直接関わる行政の最前線

である区役所の企画調整機能を強化するとともに、市  活のさまざまな分野を

所管する局室・区内公所等との連携を強化し、区における総合行政を推進します。

成果指標 

施策の柱 
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現状と課題 

（現状）地域のコミュニティ機能が低下す

る一方で、一人ひとりが抱える課題は多

様化・複雑化しています。その中で、町

内会・自治会や学区連絡協議会などの地

域団体がさまざまな地域活動に取り組ん

でいますが、活動への参加者の減少・固

定化や役員のなり手が不足している状況

にあります。 

また、市内に主たる事務所のあるNPO

法人は900を超えており、その活躍の場

は広がりを見せています。 

（現状）これまでは行政主体で全市的な視点からのまちづくりを進めてきましたが、それに

加えて多様な主体による地域ごとの課題や魅力を踏まえたまちづくりの重要性が高まって

います。 

【課題】地域のまちづくりをより推進するため、多様な主体によるまちづくり活動への支援

や、実行力のある人材育成に向けた仕組みづくりが求められています。 

【課題】個人では解決困難な問題も地域の課題として捉え、地域全体で考えることで解決へ

の道を広げていくことが必要であり、地域団体による自主的な活動への支援や、市 の地

域活動の参加率の向上に向けた新しい取り組みの検討が求められています。 

また、地域団体や NPO などによる自主的・自発的な活動を支援するとともに、行政を

はじめ多様な主体が連携して課題の解決に取り組む仕組みづくりを進める必要があります。

（現状）地域での助け合いや支え合い活動に関わる地域福祉の担い手が不足しています。ま

た、高齢者、障害者、子どもなどの対象者別に提供される既存の公的サービスでは対応で

きない、多様化・複雑化する生活上の課題によって孤立した世帯が存在しています。 

【課題】地域住 がお互いに助け合うための仕組みづくりを進めるとともに、地域住 と 

政機関が連携して、地域においてさまざまな生活課題を抱え孤立した世帯を包括的に支援

する地域共生社会を実現することが求められています。 

（現状）少子化・高齢化による人口構造の変化や価値観の多様化などにより、求められる公

共サービスの範囲が拡大し、行政による画一的なサービスでは対応が困難な状況が生じて

きています。 

【課題】地域が ら考え 動するまちづくりを、市 にとって 近な総合 政機関である区

役所を中心に総合的に支援する仕組みが必要とされています。 

◇ 市内に主たる事務所を有する NPO 法人数の推移

出典：名古屋市作成 

※NPO：Nonprofit Organization または Not-for-Profit Organization の略。非営利団体。

552
600

643

764
806

853
891 907 920 935 946

0

200

400

600

800

1,000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

（団体）

平成 （年度）

-62-



市民サービスの推進

 市 活動の活性化

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

516 

PTA・女性会な

どとの連携に

よる地域活動

の促進 

地域活動の活性化を目的として行

われる、PTA や女性会などの活動を

支援 

実施 実施 

教育 

委員会 

517 

学校開放事業 

市 の ・中・ 校の施設を、住 

の学習・スポーツをはじめ地域コミ

ュニティにおける活動の場として

活用するため、学校施設の地域開放

を実施 

実施 

一般開放 

  小学校 88 校 

生涯学習開放事業

の実施 

  小学校 27 校 

地域スポーツセン

ターの運営 

  中学校 111 校 

学習開放の実施 

  高校 1 校 

実施 

一般開放 

生涯学習開放事業

の実施 

地域スポーツセン

ターの運営 

学習開放の実施 

教育 

委員会 

施策を推進する事業 
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名古屋市総合計画２０２３（案）に対する 

市民意見の内容及び市の考え方

（教育委員会関連分） 

【施策 14】子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、健やかな体を育みます 

学校教育について（2件） 

【市民意見の概要】 

・市の教員に「インクルーシブ教育」の理念が理解されていないと感じる。インクル

ーシブ教育システムを理解し、実践してほしい。 

・小学校教師がより良い授業づくりや、子どもとの豊かな人間関係作りに専念できる

環境を作るため、部活動の指導に一切関わらないようにしてほしい。 

【市の考え方】 

インクルーシブ教育システムにおいては、障害のある子どもと障害のない子ども

が同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズに応える指導を

提供できる仕組みを整備することが重要です。そのため、教職員への周知や環境整

備等、今後もインクルーシブ教育システムの構築を推進していきます。 

また、児童の豊かな心と健やかな体の育成に向けて部活動の充実と活性化をはか

るため、外部人材である部活動顧問及び外部指導者の派遣を実施します。さらに、

教員が指導しない小学生の放課後における運動・文化活動の新たな仕組みの実施に

向けて、現在検討を進めています。 

教育環境・施設について 

【市民意見の概要】 

・ICTを活用した授業づくりをするための環境整備をしてほしい。 

・夏休み中、小・中学校のプールを開放してほしい。 

【市の考え方】 

市立学校・幼稚園におけるインターネット回線の通信速度については、令和元年

度中に通信環境の更新を実施することにより、改善される予定です。 

また、無線LAN機器をはじめとしたICT機器についても、令和元年度の更新校から

順次増台していく予定です。 

市民の生涯学習その他地域活動の場の提供を目的として、小学校の体育館や運動

場等の学校施設を開放する生涯学習開放事業を実施しており、このうちプールにつ

いては、市立小学校7校において開放しています。引き続き、利用者の安全確保に留

意しながら、適切な運営につとめます。 
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【施策 37】歴史・文化芸術に根ざした魅力向上をはかるとともに、市民による魅力発信

を促進します 

文化施設について 

【市民意見の概要】 

・名古屋市美術館の企画展を、より全国に発信して、全国から来場してもらえるよう

な取り組みを進めてほしい。 

【市の考え方】 

  名古屋市美術館の企画展については、ホームページをはじめとする各種広報媒体

を活用し、全国に発信していきます。併せて、観光文化交流の活性化につながる情

報発信をすることで、全国から来場してもらえるよう取り組んでいきます。 



名古屋市総合計画２０２３

【 総 論 】 
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１ 総論（概要） 

（１）計画策定の考え方（議案別冊：１～４ページ）

  ア 計画策定のねらい

    本計画は、第２０回アジア競技大会の開催とリニア中央新幹線の開業

を重要な柱と位置づけ、長期的展望に立った上で、本市のめざす都市像

を描くとともに、その都市像の実現に向けて取り組む施策等を明示する

ことにより、市政を総合的かつ計画的に運営していくことを目的に策定

する。 

  イ 計画の全体像 

  （ア）計画の位置づけ 

    ・「名古屋市基本構想」のもとに、本市がめざす都市像などを「長期的

展望に立ったまちづくり」として示し、その実現のために必要な施

策・事業を総合的・体系的に取りまとめる。 

    ・本市の各分野の個別計画は、本計画との整合をはかる。 

    ・本計画を踏まえ、毎年度の予算を編成する。 

本

計

画

個
別
計
画

毎年度の予算 

 期的展望に った
まちづくり

めざす都市像の実現に
向けた施策・事業

「名古屋市基本構想」 

-1-



  （イ）計画期間 

    ・令和元年度から令和５年度までの５年間とする。 

    ・「長期的展望に立ったまちづくり」には、第２０回アジア競技大会の

開催とリニア中央新幹線（品川－名古屋間）の開業後となる令和 

１２年頃を見据えて都市像・戦略を描く。 

    ・「めざす都市像の実現に向けた施策・事業」には、５年間の計画期間

内に取り組む施策と関連する事業を掲載する。 

（年度） 

平成
30

令和
元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 期的展望に ったまちづくり
令和 12（2030）年頃を見据えた本市のめざす都市像・戦略

めざす都市像の実現に向けた
施策・事業 

●東京 2020 オリンピック
・パラリンピック競技大会の開催 

●第 20 回アジア競技大会の開催●団塊の世代が後期高齢者に
（ 2025）

●リニア中央新幹線の開業
（品川 名古屋間）

● 阪・関 万博の開催
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  （ウ）計画の構成 

第３章  期的展望に ったまちづくり

第２章 名古屋を取り巻く状況 第 1 章 計画策定の考え方 

都市像１ 都市像２ 都市像３ 都市像４ 都市像５ 

魅 力 と 活 力
にあふれ、世
界 か ら 人 や
企 業 を ひ き
つける、開か
れたまち 

快適な都市
環境と自然
が調和した
まち 

人が支え合
い、災害に
強く安心・
安全に暮ら
せるまち 

安心して子
育てができ、
子どもや若
者が豊かに
育つまち 

人権が尊重
され、誰もが
いきいきと
暮らし、活躍
できるまち 

３ 将来の都市構造 

２ めざす都市像 

５ 市政運営の取り組み 

４ 重点戦略

戦略１ 子どもや親を総合的に支援し、未来を担う人材を育てます 

戦略２ みんなにやさしい福祉を実現し、元気に活躍できるまちづくりを進めます 

戦略３ 災害から命と産業を守り、安心・安全な暮らしを確保します 

戦略４ 強い経済力を基盤に、にぎわいと新たな価値を創出し、環境と調和した都市機能を 

強化します 

１ まちづくりの方針

第５章 めざす都市像の実現に向けた施策・事業 

４５施策 ５３０事業 

第４章 第 20 回アジア競技大会の開催とリニア中央新幹線の開業 
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（２）名古屋を取り巻く状況（議案別冊：５～３０ページ）

・少子化・高齢化に伴う人口構造

の変化 

・価値観・ライフスタイルの多様化 

・自然災害に対する懸念 

・環境の持続可能性に対する懸念 

・リニア中央新幹線の開業に伴う

変化 

・交流人口の増加 

・産業を取り巻く環境の変化 

・公共施設の老朽化 

・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

の採択 

（３）長期的展望に立ったまちづくり（議案別冊：３１～９８ページ）

  ア まちづくりの方針 

新しい時代にふさわしい豊かな未来を創る！ 

世界に冠たる「ＮＡＧＯＹＡ」へ 

・名古屋の強みを最大限に引き出す 

・名古屋大都市圏におけるハブ機能を果たし成長をけん引する 

・日本で１番子どもを応援！高齢者も安心できるみんなにやさしい福

祉の実現 

・大規模災害から命と産業を守り、日々の暮らしの安心・安全を確保

する 

・ヒト・モノ・カネ・情報を呼び込み、新たな価値を創造し持続的な

経済成長をめざす 

・名古屋城天守閣の木造復元により、特別史跡名古屋城跡を世界に誇

れる日本一の近世城郭へ 

・魅力と郷土愛にあふれる世界のデスティネーションへ 

・アジア諸国との交流を活発に行い、アジア・世界の交流拠点都市へ 

・リニア時代のリーダー都市へ 

・ＳＤＧｓ未来都市として、持続可能な未来を切りひらく
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  イ めざす都市像 

都市像１ 人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち 

・人権が尊重され、誰もが生きがいを持って生活できるまち 

・高齢者や障害者をはじめ誰もが不安なく、自立して生活できる

まち 

・多様な人々が自分らしく活躍できるまち 

都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち 

・安心して子どもを生み育てることができるまち 

・子どもが健やかに成長できる、笑顔あふれるまち 

・若者が明るい未来を切りひらき、いきいきと活躍できるまち 

都市像３ 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち 

・地震や豪雨などの災害に強いまち 

・火災や犯罪、交通事故が起こりにくいまち 

・安心・安全な市民生活が守られているまち 

都市像４ 快適な都市環境と自然が調和したまち 

・快適な都市環境の中で暮らせるまち 

・自然が身近に感じられる潤いのあるまち 

・環境にやさしい低炭素で循環型のまち 

都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれ

たまち 

・高いブランド力を有し、市民が誇りに思えるまち 

・世界から人や企業をひきつける、開かれたまち 

・地域の産業が活性化し、高い産業競争力を有するまち 

  ウ 将来の都市構造 

大都市における集約連携型の都市構造の実現をめざす 

・駅を中心とした歩いて暮らせる圏域に、商業、業務、住宅、サービ

スなどの多様な都市機能が適切に配置・連携された空間づくり 

・歴史・文化、環境や防災に配慮された、魅力的で安全な空間づくり 

・都心を中心に、圏域の中枢都市として交流を活性化させ創造的活動

を生み出す空間づくり
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  エ 重点戦略 

・第２０回アジア競技大会の開催や今後迎えるリニア時代と人口減少

社会を念頭に、新たな名古屋を創造していく必要がある。 

・平成２７（２０１５）年に国連で採択された「持続可能な開発目標

（ＳＤＧｓ）」の達成に向けて、本市は「ＳＤＧｓ未来都市」として、

その理念を踏まえ、誰一人取り残さない、経済・社会・環境が調和し

た持続可能で強靱なまちづくりを積極的に進めていかなければなら

ない。 

・名古屋の強みのもと、第２０回アジア競技大会の開催とリニア中央

新幹線の開業を千載一遇の飛躍のチャンスと捉え、社会を支える「ひ

とづくり」や強靱で質の高い「都市づくり」を中心に、未来につなが

る好循環を生み出す投資を積極的かつ戦略的に行うことにより“住

みやすさ”“強い経済力”“にぎわい”“持続可能性”を兼ね備えた世

界から選ばれ尊敬される、世界に冠たる「ＮＡＧＯＹＡ」をめざす。 

戦略１ 子どもや親を総合的に支援し、未来を担う人材を育てます 

未来を担う人材が育つ！「子ども・若者応援戦略」 

① 子ども・親総合支援の推進 

② 子どもの健やかな育ちの支援 

③ 幅広い学力の育成、体力向上の推進 

④ グローバル人材・ものづくり人材・ＩＣＴ人材の育成に向

けた教育の充実 

⑤ 学びを支える教育環境の充実 

⑥ 若者が学び活躍できる環境づくり 

安心して子育てできる！「子育て応援戦略」 

① 妊娠前から子育てにわたる切れ目のない支援 

② 働きながら子育てしやすい環境づくり 

③ 社会全体で子育てを支援する環境づくり 
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戦略２ みんなにやさしい福祉を実現し、元気に活躍できるまちづくりを

進めます 

長寿社会を安心に！「健康・安心戦略」 

① 健康づくり・予防医療の推進、先進的な研究の推進 

② 救急医療体制の充実 

③ 認知症施策の充実など地域包括ケアシステムの深化・推進

誰もが活躍！「ダイバーシティ推進戦略」 

① 人権が尊重され、多様性を認め合う社会の実現 

② 多様な人材の活躍推進 

③ 障害者の地域生活支援 

④ バリアフリーのまちづくり

みんなでつくる！「地域コミュニティ活性化戦略」 

① 活躍できる場の形成と参加に向けた地域活動の促進 

② 地域の多様な担い手の育成・支援 

戦略３ 災害から命と産業を守り、安心・安全な暮らしを確保します 

備えを万全に！「地域防災戦略」 

① 防災啓発活動の推進 

② 地域特性に応じた防災対策の推進 

災害に強く！「災害対応力向上戦略」 

① 消防・救助体制の充実、防災拠点等の機能強化 

② 情報収集伝達手段の多様化・充実 

③ 指定避難所の機能強化 

④ 耐震対策・浸水対策など都市防災機能の強化 

⑤ 帰宅困難者対策の推進 

 安心して暮らせる！「暮らしの安心・安全戦略」 

① 救急救命体制の充実 

② 安心・安全な地域づくり 
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戦略４ 強い経済力を基盤に、にぎわいと新たな価値を創出し、環境と

調和した都市機能を強化します 

来たれアジア！リニア！「都市機能強化戦略」 

① リニア中央新幹線開業に向けた都心の魅力づくり 

② 第２０回アジア競技大会を契機とした基盤整備 

③ 最先端モビリティ都市の実現に向けた取り組みの推進 

④ 公共交通の快適性・利便性の向上 

⑤ 広域交通ネットワークの強化 

持続可能な未来へ！「環境都市推進戦略」 

① 低炭素なライフスタイル・ビジネススタイルへの転換 

② 緑に親しめる環境づくり、水循環機能の回復、生物多様性

の保全 

③ 社会経済情勢の変化に対応した３Ｒの推進 

④ 環境と経済・社会をつなぐ統合的取り組みの推進 

 交流を促進し新たな価値を創出！「イノベーション戦略」 

① イノベーション創出・創業等支援 

② 価値づくり産業・成長産業の振興、戦略的企業誘致 

③ 産業交流の促進、ＭＩＣＥの推進 

④ 地域商業の活性化 

⑤ 産業人材の育成・確保 

 魅力資源の磨き上げ！「魅力向上・発信戦略」 

① 名古屋城を核とした魅力軸の創出・発信 

② 文化・歴史資源、観光資源など名古屋が有する魅力の向上・

発信 

③ 国際交流の推進、受入環境の整備、海外からの誘客促進 

④ スポーツ、ポップカルチャーを活かした魅力の創出・発信

⑤ シビックプライドの醸成 
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  オ 市政運営の取り組み 

（ア）市民本位・地域主体の市政運営 

・人権を尊重し、人を大切にする視点に立った行政サービス 

・公正かつ透明性の高い市政の確保 

・地域主体のまちづくり 

・行政サービスの充実に向けた企業、ＮＰＯ、大学など多様な主

体との連携 

（イ）持続可能な行財政運営 

・行政改革の取り組み 

・統計データの活用 

・財政運営の取り組み 

・アセットマネジメントの推進 

（ウ）市民とともに名古屋の将来を築くことのできる職員の確保・ 

   育成 

・人材の確保と育成 

・コンプライアンスの確保 

・働きやすい環境づくり 

（エ）名古屋市がめざす大都市制度 

・圏域における自治体連携の推進 

・「特別自治市」制度の創設 

-9-



（４）第２０回アジア競技大会の開催とリニア中央新幹線の開業 

（議案別冊：９９～１２２ページ） 

  ア 第２０回アジア競技大会を契機としたまちづくりビジョン 

  （ア）第２０回アジア競技大会の開催について 

・アジア競技大会は、原則４年に一度開催されるアジア最大のスポー

ツの祭典であり、「アジア版オリンピック」ともいわれる国際競技大

会である。 

・開催期間中に選手や監督、コーチなど大会関係者約１．５万人、観

客約１５０万人がこの地域に来訪することが見込まれており、経済

波及効果は１，６２５億円と試算している。 

・アジア各国に本市をＰＲする千載一遇のチャンスとなることから、

一過性のスポーツイベントに終わらせるのではなく、大会の開催効

果をスポーツの振興をはじめ、交流人口の拡大、国際交流の促進、

共生社会の実現、国際競争力の強化など、さまざまな分野につなげ

ていくことが必要である。

  （イ）基本目標 

基本目標１
スポーツにより、市民が健康に暮らし、地域の活動が盛

んになることで、活力ある都市の実現 

基本目標２

スポーツにより、都市のブランドが確立するとともに、

名古屋の魅力が国内外に発信されることで、にぎわいあ

ふれ市民が誇りをもてる都市の実現 

基本目標３

大会で、アジアをはじめとした諸外国や多様な人々との

交流や理解が深まることで、豊かな国際感覚を備え、多

様性に理解を示す市民が増えるとともに、国際社会で活

躍する人材が育ち・集う、開かれた都市の実現 

基本目標４

大会で、活用した都市基盤、先端技術、危機管理体制な

どが、大会モデルとして未来に引き継がれることで、絶

え間なくイノベーションし続ける、持続可能な都市の実

現 
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  イ リニア時代のまちづくりビジョン 

  （ア）リニア中央新幹線の開業について 

・リニア中央新幹線開業によって名古屋と東京が約４０分でつなが

り、首都圏との人の交流が盛んになると見込まれる。 

・リニア中央新幹線が大阪まで延伸されると、東京・名古屋・大阪が

ひとつの巨大な都市圏となるスーパー・メガリージョンが誕生し、

本市が７，０００万人規模の世界最大の交流圏の中心都市となる。 

・名古屋が有する世界レベルのものづくり技術や広域的な交流ネット

ワークによる経済活動の多様性が発揮されることで、産業や観光な

ど、さまざまな分野において、魅力的で世界から人をひきつける国

際都市へと成長する可能性を秘めている。 

・大規模地震などの自然災害に対する懸念や生産年齢人口の減少が予

測されるなど、多くの課題を抱えており、名古屋大都市圏が世界に

誇るものづくり産業においても、技術革新に伴う産業構造の急速な

変化に対応し、持続的な成長をはかる必要がある。 

・名古屋の強みを時代に対応したより強靱なものへと進化させるとと

もに、国際的な都市間競争に打ち勝ち、本市や名古屋大都市圏の成

長、ひいては日本全体の成長につなげていく。 

  （イ）基本目標 

基本目標１
国内外のヒト・モノ・カネ・情報が行き交う対流拠点都

市の実現

基本目標２ 我が国の人流・物流を支える強くしなやかな都市の実現
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（５）めざす都市像の実現に向けた施策・事業 

（議案別冊：１２３～３９０ページ） 

  ア 施策・事業の全体像 

    令和元年度から令和５年度の５年間における「めざす都市像」の実現

と市民サービスの推進に向けた取り組みを４５の施策として体系化し、

各施策を推進する上で重要な事業を掲載する。 

  （ア）施策・事業数 

めざす都市像等 施策数 事業数 

人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍

できるまち 
１０  ９２ 

安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育

つまち 
 ５  ９２ 

人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせる

まち 
 ７  ９６ 

快適な都市環境と自然が調和したまち １０  ９８ 

魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつ

ける、開かれたまち 
 ９ １２３ 

市民サービスの推進  ４  ２９ 

合   計 ４５ ５３０ 

  （イ）計画事業費 

     本計画の掲載事業の実施に要する事業費は、５年間の計画期間を通

して概算で、約２兆 3,205 億円を見込む。 

  （ウ）計画の進行管理

・実施状況の把握として、毎年度、施策ごとの成果指標の状況や掲載事

業の実施状況を把握し公表する。 

・毎年度の予算編成において、本計画の重点戦略に基づき、実施状況を

踏まえ予算の重点化をはかる。 
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  （エ）取り組む施策・事業 

都市像１ 人権が尊重され、誰もがいきいきと暮らし、活躍できるまち 

施策 

（１０）

１ 人権が尊重され差別や偏見がない社会をつくります 

２ 男女平等参画を総合的に進めます 

３ 生涯にわたる心身両面の健康づくりを支援します 

４ 適切な医療を受けられる体制を整えます 

５ 高齢者が生きがいを持って暮らせるよう支援します 

６ 高齢者が地域で安心して暮らせるよう支援します 

７ 安心して介護を受けられるよう支援します 

８ 障害者が自立して安心して暮らせるよう支援します 

９ 誰もが意欲を持って働けるよう就労支援を進めます 

10 生涯にわたる学びやスポーツを通した生きがいづくりを支援します

都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち 

施策 

（５） 

11 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります 

12 子どもが健やかに育つよう、子ども・家庭を支援します

13 虐待やいじめ、不登校から子どもを救います 

14 子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、健やかな体を育みます

15 若い世代が学び育ち、活躍できるまちをつくります 

都市像３ 人が支え合い、災害に強く安心・安全に暮らせるまち 

施策 

（７） 

16 災害に強い都市基盤の整備を進めます 

17 防災・減災対策を進めるとともに、地域防災力の向上を支援します

18 市民の命を守る消防体制の充実強化をはかります 

19 犯罪や交通事故のない、安心・安全な地域づくりを進めます

20 衛生的な環境を確保します 

21 安心・安全でおいしい水道水を安定供給します 

22 消費生活の安定・向上と、食の安全・安心を確保します
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都市像４ 快適な都市環境と自然が調和したまち 

施策 

（１０）

23 大気や水質などが良好に保たれた快適な生活環境を確保します

24 身近な自然や農にふれあう環境をつくります 

25 公共交通を中心とした楽しく快適なまちづくりを進めます

26 良好な都市基盤が整った生活しやすい市街地を形成します

27 歩行者や自転車にとって安全で快適な道路環境を確保します

28 バリアフリーのまちづくりを進めます 

29 多様なニーズに対応した安心・ゆとりある住生活の実現・継承をはかります

30 市民・事業者の環境に配慮した活動を促進します 

31 低炭素都市づくりを進めます 

32 ３Ｒを通じた循環型都市づくりを進めます 

都市像５ 魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつける、開かれたまち

施策 

（９） 

33 世界に誇れる都市としてふさわしい都心機能・交流機能を高めます

34 国際的に開かれたまちづくりを進めます 

35 港・水辺の魅力向上をはかります 

36 魅力的な都市景観の形成を進めます 

37 歴史・文化芸術に根ざした魅力向上をはかるとともに、市民による魅力発信を促進します

38 観光の振興・ＭＩＣＥの推進と情報発信により交流を促進します

39 スポーツを活かしてまちの魅力と活力を高めます 

40 地域の産業を育成・支援します 

41 新たな価値を創造する産業を振興するとともに、産業交流を促進します

市民サービスの推進 

施策 

（４） 

42 市民サービスの向上を進めます 

43 市民への情報発信・情報公開と、個人情報保護を進めます

44 地域主体のまちづくりを進めます 

45 公共施設の適切な維持管理、保有資産の有効活用を進めます
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